
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の死刑制度について考える懇話会 

（第３回） 

議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の死刑制度について考える懇話会事務局 

 



 

1 
 

１ 日 時 ２０２４年４月２２日（月） １６時００分～１８時３０分 

 

２ 場 所 弁護士会館２階講堂クレオＡ 

 

３ 出席者  

 （委員） 

井田 良 座長、笹倉 香奈 座長代行、井田 香奈子 委員、上田 勇 委員、岡野 貞彦 委員、 

片山 徒有 委員、金髙 雅仁 委員、神津 里季生 委員、坂上 香 委員（Zoom）、 

佐藤 大介 委員、中本 和洋 委員、西村 智奈美 委員（Zoom）、林 眞琴 委員、 

平沢 勝栄 委員、藤本 哲也 委員 

 （事務局） 

  川村 百合 事務局長、大槻 展子 事務局員、舩澤 弘行 事務局員 

 

４ 議 題 

（１）死刑存廃に関する刑事法学者からの意見 

① 松原芳博早稲田大学法学学術院教授からの意見 

② 椎橋隆幸中央大学名誉教授からの意見 

（２）刑罰の目的と存在理由について 

〇 井田良座長からの報告 

（３）意見交換 

（４）法務省矯正局との交渉経過について 

（５）その他 

 

５ 議 事 

  次のとおり。 
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議  事 

 

●川村事務局長 お待たせいたしました。定刻になりました。皆様、本日もお忙しい中、お集ま

りいただきましてありがとうございます。開会に先立ちまして、事務局より少しお時間を頂戴い

たしたく存じます。４月になりまして、この懇話会の事務局を務めております日弁連の会長が新

しく就任いたしました。渕上玲子会長から一言ご挨拶をさせていただきたく存じます。では、会

長、よろしくお願いいたします。 

●渕上日本弁護士連合会会長 この４月１日から、日本弁護士連合会の会長に就任いたしました

渕上玲子でございます。一言ご挨拶をさせていただきます。 

 日本の死刑制度について考える懇話会、今回で第３回を迎えていただきまして、毎回充実した

議論をしていただいているということで、本当にありがとうございます。日本弁護士連合会は、

死刑制度の廃止とともに例外的に減刑制度を認める代替刑として終身拘禁刑を設けることなどの

提言を行っております。また、廃止に向けた取組を続けているところでございます。前任の小林

会長が２月のご挨拶のときに申し上げました政府の世論調査におきましては、国民の８割が死刑

制度の存置もやむを得ないと回答しているとされてはおりますが、その中には状況が変われば将

来的に死刑を廃止してもよいという回答をいただいています。私も死刑制度について、もっと国

民的な議論が行われるべきものと考えております。 

 この懇話会には各界各分野から本当に様々なご見識、そしてお考えをお持ちの委員にお集まり

いただいているところであり、本日も含めまして様々なたくさんの方にヒアリングを実施されて

いるとお聞きしております。この懇話会に対する報道もなされておりまして、国民の注目も集ま

っているものと思っております。 

日弁連は、この懇話会の議論について、さらに広く国民の皆様に知っていただくことが大変重

要だと考えておりまして、この懇話会の事務局として引き続きできる限りのバックアップをさせ

ていただければと考えております。懇話会の委員の皆様におかれましては、十分な情報を基に様々

な観点から忌憚なく活発な議論を行っていただくとともに、死刑制度のあるべき方向性につきま

して提言をしていただけることを期待しております。 

 簡単ではございますが、以上をもちまして私からのご挨拶とさせていただきます。どうもあり

がとうございました。 

●川村事務局長 ありがとうございます。では、本日の委員の皆様の出席状況についてお知らせ

いたします。本日は特にご欠席のご連絡をいただいている方はいらっしゃいませんが、戸松委員

と平沢委員は、現在まだご到着ではありません。後ほどいらっしゃると思います。それから、坂

上委員と西村委員は、オンラインでつながっております。 

 では、本日の配布資料の確認だけさせていただきたいと思います。資料は、１から３までが議

題に直接関係するものです。資料１－１、１－２、資料２－１、２－２、資料３、そして資料４で

す。青色の紙は、委員限りということで配布してあります。皆さん、大丈夫でしょうか。 

 では、ここから座長にお願いします。 

 

（１）死刑存廃に関する刑事法学者からの意見 

 

●井田座長 皆さんこんにちは。それでは、日本の死刑制度について考える懇話会第３回目の会
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議を開始いたします。本日も委員の皆様には、お忙しい中、ご出席くださり誠にありがとうござ

います。 

 それでは、議事に入ります。お手元の議事次第を見ていただきますと、本日はまず、刑事法を

専攻する先生お二人から死刑制度の存廃についてのそれぞれのご意見を伺います。 

 その後、私のほうから論点を整理させていただき、今後この懇話会で更に深めるべきポイント

について、一つの提言をさせていただきたいと思います。もちろん、それについてご異論もあろ

うかと思いますので、後半の１時間ほどは、委員の皆様から忌憚のないご意見をお聞かせいただ

き、全体で議論することができましたら幸いでございます。 

 後に、法務省矯正局との交渉経過についてのご報告もありますけれども、次回、そして次々

回の会議、さらにその後の会議につきましてご相談させていただき、またご意見を頂戴いたした

く存じます。よろしくお願いいたします。 

 

① 松原芳博早稲田大学法学学術院教授からの意見 

 

●井田座長 それでは、早速、死刑制度の存廃をめぐるお二人の専門家の意見をお伺いしたいと

思います。今の刑法学界を見渡したときに、死刑制度に関するそれぞれのお立場からのご意見を

お伺いするとすれば、まずはこのお二人であろうという論客をお迎えすることができました。時

間のないところで、突然にご依頼を差し上げ、快くそれに応じてくださいましたことにつき、松

原先生、椎橋先生には心より御礼を申し上げます。 

 進め方ですが、まずは松原先生に 30 分以内でまとめていただき、その後 10 分程度を質疑応答

の時間に充てたいと思います。椎橋先生についても同様の形で進めたいと思います。その後、両

先生にはご退席いただいて、委員のみで意見交換をしてまいりたいと思います。両先生がいらっ

しゃると、自由にご発言できないということがあるかもしれませんので、大変失礼で恐縮ですけ

れども、その時点でご退席をお願いしたいと思っております。 

では、まず早稲田大学の松原芳博先生にお話しいただきます。お手元の資料に略歴のページが

ございますので、あわせてご覧いただければ幸いですが、先生は早稲田大学をご卒業後、早稲田

大学で博士の学位を取得し、現在は、早稲田大学の大学院法務研究科、つまり法科大学院の教授

でいらっしゃいます。分厚い刑法総論の体系書をはじめ、刑法学の全般にわたってたくさんの業

績があり、司法試験考査委員も長くお務めになられ、現在は、日本刑法学会の常務理事かつ理事

長代行を務められています。では、先生、よろしくお願いします。 

●松原教授 紹介いただきました、早稲田大学で刑法を担当しております松原と申します。本

日はこのような機会をいただき光栄に存じます。 

 さて、本日は「刑罰としての死刑」と題してお話をさせていただきます。と申しますのも、死

刑は、拘禁刑や罰金と並ぶ法制度としての刑罰の一つであるはずであるのに、死刑の話になりま

すと、法的な性格の話にならず、個人の信念や政治的な性格の話になってしまうからです。死刑

については、あくまで法制度である刑罰の一つとして正当化し得るかどうかが問われなければな

りません。 

刑罰の正当化根拠については、まず、功利的な正当化根拠として一般予防ならびに特別予防が

あげられます。一般予防とは、国民一般の意識に働きかけて人々が犯罪に出るのを防止するとい

うことに、刑罰の存在理由と正当化根拠を求めるものです。これは、苦痛・害悪の予告による威
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嚇という消極的一般予防と、規範意識・法益尊重意識の維持・覚醒という積極的一般予防とに細

分化されます。 

特別予防とは、犯人の再犯を防止するということに、刑罰の存在理由と正当化根拠を求めるも

のです。これには、犯人の隔離・排除という消極的特別予防と犯人の教育・改善という積極的特

別予防とが含まれます。 

一方、刑罰の道徳的な正当化根拠としては、応報という観点が挙げられます。これは、犯人に

自ら犯した罪の責任を取らせるということに刑罰の存在理由と正当化根拠を求めるものです。 

私は、功利的正当化と道徳的正当化の双方を必要とすると考えています。刑罰は、国民の利益

に奉仕すべき国家の一制度ですから、国民の役に立たなければなりません。この点で刑罰は一般

予防および特別予防による犯罪抑制効果による正当化を要します。一方、処罰される個人は、自

由や財産の剥奪という負担を強いられます。この負担は、税金などの社会的コストの公平な分担

を超えた特別の負担です。この特別の負担の甘受を彼に求め得るのは、彼が自らの責任で罪を犯

したからにほかなりません。この意味で、個人に対する刑罰は、犯罪に対する応報という観点か

らの正当化を要します。 

それでは、死刑はこれらの正当化の根拠を満たすでしょうか。 

まず、改善更生による積極的特別予防が死刑と相容れないのは明らかです。古くから教育刑の

論者は死刑の廃止を唱えてきました。これに対して、犯人の排除による再犯防止効果は死刑にも

あります。しかし、排除による再犯防止は終身刑でも達成可能です。目的達成のための犠牲は

小限のものでなければなりません。 

次に、消極的一般予防について見ますと、死刑の威嚇力に終身刑を上回るような特別の一般予

防効果があるかについては、犯罪学において否定的ないし消極的な所見が一般的です。殺人事件、

特に死刑の対象となるような異常な事件の犯人にとって、死刑が心理的抑制になるかは疑問です。

死刑になりたくて殺人を犯すという「拡大自殺」の例では死刑が殺人の促進要因になっています。 

規範意識の維持・覚醒による積極的一般予防においては、刑罰の害悪性・苦痛性と予防効果と

の因果関係は、より間接的なものになります。ここでは、犯罪を放置することによる国民一般の

規範意識の劣化を防ぐということが刑罰の機能ということになりましょう。殺人犯を死刑ではな

く終身刑とすることが、国民の規範意識を有意に劣化させるとは考え難いように思われます。ま

た、国が犯人の生命を剥奪する死刑の存在は、国民の生命尊重意識の内面化にとって逆効果であ

るという指摘も見られるところです。 

以上のように、死刑の功利的正当化については、少なくとも積極的な所見を見出すのは困難な

のが現状です。 

それでは、応報の観点によって死刑を正当化することは可能でしょうか。 

刑法学で承認されている応報とは、自らの意思で選択した犯罪行為の責任を行為者に清算させ

るというものであり、責任応報と呼ばれています。 

これは、同害報復（タリオ）とは異なります。人の腕を折った犯人の腕を折ることは、国の刑

罰としては認められません。現金５万円を盗んだ者は５万円の罰金でよいとも言えません。人を

２日間監禁した犯人を２日の拘禁刑に処するのが妥当だとも思われません。「殺人犯は人の命を奪

ったのだから死刑で当然である」と言われますが、そうだとしますと死亡事故を起こした年間

2,600 人ほどの自動車運転者も皆死刑ということになるでしょう。 

責任応報はまた、被害者遺族の感情の満足とも異なるものです。応報は、私的なものではなく
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公的なものです。応報は、被害者側の視点のみならず犯人側の視点をも含んだものです。そして、

応報とは、感情的なものではなく理性的なものです。 

今日の死刑の存置論は、「あなたの娘が殺されても死刑に反対と言えますか」との問いかけがな

されるなど、遺族感情の満足を 大の論拠としています。しかし、遺族とは誰でしょうか。配偶

者や親、子は愛情のいかんにかかわらず遺族なのでしょうか。一方、不倫相手はいくら愛情が深

くても遺族ではないのでしょうか。また、犯人の死刑を望んでいた遺族が後に死刑の回避を嘆願

した例がありますように、遺族の感情は変化していきます。遺族感情により死刑を正当化する場

合、誰のどの時点の感情によるのでしょうか。 

殺人事件においては、被害者がすでに死亡していることから、被害者遺族が被害者と同視され

ることがありますが、そもそも殺人の被害者に家族がいない場合もありますし、家族全員から被

害者が疎まれていることもあります。殺人事件の過半数を占める家族間の殺人では、犯人は同時

に遺族でもあります。遺族と被害者を同視すると、家族間殺人は自殺ということになってしまう

ほか、殺人が生命に対する罪ではなく感情に対する罪であるかのような印象を与え、真の被害者

が霞んでしまうおそれがあります。 

遺族がいない場合や家族間殺人においても、犯人の処罰が必要であるとすれば、殺人犯人の処

罰の根拠を遺族感情の満足に求めることはできません。 

刑罰を正当化する応報とは、前述のように責任応報というものです。 

責任応報は、「責任を取る」「責任を果たす」「責任を清算する」といった言葉に示されるように、

責任の主体を想定しています。犯人が責任を取り、犯人が責任を果たし、犯人が責任を清算する

のです。その意味で責任応報は、犯人が罪を償うこと、つまり贖罪に通じる観念です。そうだと

しますと、国が一方的に犯人の命を絶ち、犯人に悔い改め罪を償う機会すら奪う死刑は、応報の

観念から も遠い刑罰ではないでしょうか。拘禁刑や罰金の場合も、犯人は国によって強制的に

利益を剥奪されます。しかし、責任の主体はこの世に残っていて、主体的な贖罪の機会は確保さ

れています。また、拘禁刑や罰金は、犯人に悔い改めてもらうためのメッセージという意味を持

っており、強制的な処分であるとはいえ、犯人に語り掛けることを諦めていません。これに対し

て、死刑は、犯人への語り掛けを完全に放棄するものであって、国のほうから犯人の贖罪の可能

性を閉ざすものにほかなりません。贖罪の可能性の遮断は、被害者遺族や国民一般の視点から見

ても望ましいものでないように思われます。被害者遺族の中で犯人に死刑を望まない人がいるの

も、犯人への語り掛けを諦めたくないからではないでしょうか。犯人に「語り掛ける」という国

の姿勢は、国民の規範意識の喚起という積極的一般予防の基盤をなすものとも言えましょう。 

以上のように、刑罰の正当化根拠について現在承認されているいかなる立場も、死刑の存在を

正当化するものではないように思われます。 

そもそも法とは、単なる強制装置ではありません。法は、主体性のある個々の社会構成員の間

のコミュニケーションを基礎とし、主体性を持った各構成員に語り掛けることを通じた社会統制

手段です。それゆえ、犯人への語り掛けを断念し、犯人の存在自体を消滅させる死刑は、法の世

界には居場所がないように思われます。冒頭で申し上げた、死刑をめぐる議論が法的な話になら

ないことの原因は、このような死刑の非法的性格にあるように思われます。世界の多くの国々で

死刑は廃止されています。それは、人道主義の到達点であると言われますが、同時に、法という

ものの到達点であると言えるのではないでしょうか。死刑の存在は、法システムを単なる物理的

強制装置にしてしまわないか、という懸念があります。死刑の廃止は、人類が長年にわたって練
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り上げてきた個人の主体性・自律性を前提としたコミュニケーションによる社会統制方法である

法システムの要請であるように思うのです。 

ここで、死刑の刑罰としての特異性を際立たせるものとして、誤判の問題と死刑の選択基準の

問題を指摘しておきたいと思います。 

死刑廃止論者は、しばしば、その 大の論拠として誤判の場合の回復不可能性を挙げています。

これに対する死刑存置論者の反論は、誤判のおそれは拘禁刑や罰金など全ての刑罰で共通だとす

るものです。しかし、もし死刑執行後に誤判の事実が判明したとすれば、国民は大きなショック

を受け、外国の例にもあったように、世論は一気に死刑廃止に傾くのではないでしょうか。この

ような誤判のインパクトは、死刑と他の刑罰との間に決定的な断絶があるのではないか、また、

死刑が国家制度としての限界を超えているのではないか、という疑念を喚起します。刑事裁判は、

誤ることは許されない建前です。しかし、他方で、裁判は不完全な人間が行うものであって、誤

判が存在しないという確約はできません。刑罰一般ですら必要悪なのに、また、真犯人に対する

死刑でさえ前述のような疑問が残るのに、無実の者、すなわちいかなる刑罰の甘受義務もない者

の生命を奪う可能性を有し、いかなる事後的救済も原理的に不可能な刑罰が、国の制度として維

持可能なのかが問われるのです。 

ちなみに、死刑求刑事件は異常な殺人が多いため、責任能力が争点になることも少なくありま

せん。責任能力の判断は、裁判員にとってかなり困難です。それゆえ、犯人性に関する誤判に加

え、責任能力に関する誤判を含めれば、誤判による死刑のリスクは十分現実的なものであるよう

に思います。 

死刑求刑事件では、その選択基準についても裁判員・裁判官を大いに悩ませているものと思い

ます。もともと、量刑というものは、犯罪自体に関わる事情と犯人を取り巻く諸般の事情とを総

合的に考慮した裁量的行為です。それゆえ、裁判ごとに、一定の振れ幅があることは当然の前提

です。ところが、死刑にするか否かについては、裁判ごとに異なってよいと割り切れる人はほと

んどいないでしょう。被告人からしても、たまたま死刑に積極的な裁判員に当たったから死刑に

なったというのでは納得がいかないでしょう。裁判員にとっても、自分の裁量で目の前にいる被

告人の生死を決するという重圧にどこまで耐えられるのでしょうか。 

永山事件判決の死刑の選択基準は、考え得るほとんど全ての考慮事情を列挙し、それらに基づ

く総合考慮をも求めるものであって、そこから個別の事件で被告人を死刑とすべきかの判断の基

準は到底導けません。そうすると、裁判員にとっての唯一の救いは過去の裁判の量刑をデータ化

した量刑傾向です。事件には全て個性がありますから、この量刑傾向から一義的に死刑にすべき

か否かが確定するわけではないのですが、しかし裁判員は少なくとも類似事件で死刑が言い渡さ

れているということに自己の判断の正当性を求めることになります。しかし、そうなると裁判員

は死刑判決を過去の量刑傾向の責任にすることができ、責任の所在が不明になってしまいます。 

同様のことは、上訴との関係でも生じます。被告人に死刑を言い渡した裁判員裁判で裁判長が

被告人に控訴を勧めた例があったように、第一審の裁判官・裁判員は、上訴があることに救いを

求めます。他方で、控訴審・上告審の裁判官は、裁判員による第一審の判断を尊重するというこ

とで責任を免れることができます。ここで死刑に関する判断の公正さ・客観性と判断に対する責

任との間にジレンマが生ずることになります。このジレンマは、形式的には拘禁刑でも生じます。

しかし、死刑事件では、このジレンマは特に深刻に感じられます。それは、死刑の刑罰としての

特異性、そして死刑の法制度としての限界を示唆するものと言えるのではないでしょうか。 
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なお、死刑と無期刑の間の決定的な断絶に鑑みますと、量刑誤判も深刻な問題です。首謀者か

否か、計画的犯行かどうか、被害者からの挑発があったのかどうか、過剰防衛でなかったのかど

うかなど、死刑か無期かを分ける事実についての誤判も、取り返しのつかないことです。このよ

うな量刑誤判が過去の裁判で存在しなかったと断言できるでしょうか。被告人および裁判員・裁

判官は、日々、量刑誤判のリスクにさらされ続けているように思います。 

ところで、死刑をめぐる議論では、感情というものが大きな役割を果たしてきました。一つは、

先に述べた被害者遺族の感情です。もう一つは、国民一般の感情です。政府が国連人権理事会に

よる死刑の廃止・停止の勧告を拒否する理由は「国民世論」に求められています。この国民世論

の実体は、被害者遺族の感情に対する共感により形成された国民感情であると言えます。メディ

アで伝えられるのは、被害者遺族の中で も感情を露わにしている人の も感情的になっている

瞬間です。死刑に消極的な被害者遺族の声はあまり取り上げられません。人々は、自分たちの望

む偶像としての被害者遺族に感情移入をしているという面があるのではないでしょうか。犯人の

死刑を望まない被害者遺族が人々からの非難を浴びることがあるというのも、被害者遺族への共

感が国民一般の側の欲求に基づくことを示しています。社会における個人の孤立化が強まり、人々

の共感願望が強まっている中で、国民一般は被害者遺族に共感することによって、人との繋がり

を実感するとともに、被害者に寄り添う、優しく正義感の強い自分という自己確認・自己演出を

しているのかもしれません。 

そもそも、「感情」と「意見」は異なるものです。意見は、言語化による自己レビューを経た自

覚的・主体的な選択です。これに対して、感情は、理性のスクリーニングと自己レビューを経て

いません。また、意見は、理由を伴っていますが、感情には理由が要りません。さらに、意見は、

一定の責任を伴いますが、感情は責任を伴いません。このように見ると、死刑をめぐる国民の感

情を国民の意見と同視することは危険なのではないでしょうか。国民一般も、死刑について語る

ときには自らの感情を吐露しているだけで、それを責任ある政策決定においてそのまま使われる

ことは望んでいないように思われます。 

「感情」は、また「正義」とも別物です。感情は、常に一方の視点からのものです。二人の人間

に同時に感情移入することは、人格分裂に陥りますから原理的に不可能です。これに対して、正

義は、反対当事者の視点も視野に入れた複眼的なものです。勧善懲悪的な意味での「正義」は、

倫理学や法学にいう正義とは正反対のもののように思います。 

さらに、「感情」は「価値」ないし「価値観」とも異なります。価値ないし価値観は、普遍性を

志向するものです。これに対して、感情は、共感を求めることはあっても、その性質上、属人的

なものであって、普遍性を志向していません。また、価値ないし価値観は、体系化されたもので、

他の価値との整合性のチェックや当該価値を具体化した場合の帰結の精査を経たものでなければ

なりません。これに対して、感情は体系性・整合性とは無縁です。 

感情の復権、感情の時代と言われる現在だからこそ、感情による「気づき」を大事にしつつも、

感情と意見、感情と正義、感情と価値観とを区別し、理性によるスクリーニング、複眼性、普遍

性などに意を払って、冷静かつ内実のある言葉で熟議を尽くすことが求められるのではないでし

ょうか。 

以上で私の報告を終わらせていただきます。何かご参考になりましたら幸いです。 

●井田座長 先生、ありがとうございました。20 分強の時間の中で、死刑をめぐるほとんど全て

の論点についてまさに網羅的に言及され、簡潔かつ説得的なお答えも示された、大変緻密な内容
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を持った報告であったと感じました。ありがとうございました。 

 先生には、10分程度、質疑応答の時間を持っていただくことをお認めいただいておりますので、

委員の皆様の中に、ご報告に関するご質問、あるいはまた別のテーマについてどうお考えになる

かということでも構いませんけれども、どうぞ遠慮なくご質問していただければと思います。井

田香奈子委員、どうぞ。 

●井田香奈子委員 松原先生、本日は大変ありがとうございます。有期刑・無期刑と死刑との間

には、決定的な断絶があるというところ、本当にそうだなと感じました。と言いますのも、有期

なり無期なりの懲役刑の場合だと、贖罪を、反省をせよと刑務官も働きかける。そういうアプロ

ーチが今刑事施設でされていると思います。それが、死刑になると突然、もう反省しなくていい

ということになる。死刑は命を絶つこと自体が刑だから、死刑囚の身分でいる間も贖罪も求めら

れないという、そういう処遇で来ているというところに矛盾を感じます。 

 それで、ここからが質問なんですけれども、来年の６月に拘禁刑を導入する改正刑法が施行さ

れて、より懲らしめの刑ではなくて、教育刑の要素が強くなってくると思うんですけれども、そ

うなったときに、本日先生がお話になった断絶というのは、どのように正当化されていくのでし

ょうか。 

●松原教授 ありがとうございます。本日の報告は、特に断りなく拘禁刑という言葉を使って、

懲役・禁固という言葉を使いませんでした。それはご質問の点については、大きな変化はないと

いう認識に基づくものでした。けれども、今、井田委員のご質問を伺って改めて考えますと、立

ち直りに対する働きかけを強めた今回の改正の趣旨からすると、この改正によって断絶はより大

きくなったように思います。つまり、今回の自由刑の一本化にはいくつかの理由がありますけれ

ども、 大の理由はやはり立ち直りのための働きかけということですので、今回の立法趣旨と死

刑というのは、ますます乖離が大きくなるという印象でございます。 

●井田香奈子委員 ありがとうございました。 

●井田座長 よろしいですか。では、中本委員、お願いします。 

●中本委員 ありがとうございました。私、２点ほど質問があるんですが、一つは、量刑誤判と

いうことがあると先生おっしゃいましたけれども、この量刑誤判については、現在死刑に相当す

る裁判は裁判員制度で行われていますけれども、この裁判員制度になってこの量刑誤判というの

がどうなっているのだろうか。むしろ職業裁判官が判断するのと比べて、どういうような違いが

あるのだろうか。 

 それから、基準として永山判決の基準が言われていますけれども、こういう永山判決の基準と

いうものが、この中でどのように使われているのか、それが基準になっているのかどうか、これ

が一つです。 

もう一つは、よく死刑廃止国において、いわゆる即決処刑と言いますか、現場射殺、即決処刑

が行われている国が多いと。要するに死刑を廃止している国であっても、人権を尊重していない

のではないだろうかと、こういう批判的な意見があるのですが、この現場射殺、即決処刑と死刑

廃止というものが、どういうような関連をなすのか。 

●井田座長 今、二つのご質問があったのですが、前のほうの量刑誤判についてのお尋ねについ

ては、ひょっとすると松原先生にはお答えになりにくいかもしれません。次回の５月 13 日の懇話

会では、元刑事裁判官であり、裁判員裁判の経験も豊富に持っていらっしゃる稗田雅洋早稲田大

学教授が来られてプレゼンをなさいますので、稗田先生にお伺いしたほうがよいテーマであると
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も考えられます。もし松原先生に何かアイディアがありましたら、お教えいただければ幸いです。 

●松原教授 量刑誤判の実態は、井田先生がおっしゃったように、私は把握はしていません。た

だ一つ申し上げたいのは、広い意味での量刑誤判については、二つのものを区別しなければなら

ないということです。量刑の裁量の行使、評価について不適切だという場合と、量刑の前提とな

る事実の誤認がある場合です。どちらも問題なのですが、私が本日強調したかったのは後者です。

本当は主犯ではないのに主犯とされてしまった、あるいは本当は計画的でなかったのに計画的と

されてしまった場合です。 

 それから、第２の現場射殺の問題ですけれども、これはあくまでも正当防衛として行われる限

りで正当化されるもので、罰として行われるのだったら、これは許されるはずのないものです。 

 したがって、この現場射殺があるよりいいだろうという指摘は、正当防衛と刑罰を取り違えて

います。つまり、正当防衛であれば、撃たなければ被害者が殺されるというバーター関係になっ

ていて、その場合には、殺すことによらなければ助からないわけです。これと罰として殺すとい

うものを意図的に並列化することには疑問があります。 

 もちろん、諸外国で事実上その正当防衛が同時に罰としての機能を果たしているということが

あるのかないのかについて、十分な実態把握はしていません。少なくとも法的には、現場射殺は

正当防衛、またはせいぜい緊急避難であって、殺されなければ別の人が死ぬことを前提としてい

るので、同列に扱うことはできないと思っています。 

●井田座長 もう少し時間があるかと思いますので何かございますか。神津委員、どうぞお願い

します。 

●神津委員 本日はありがとうございました。実は、私はこの懇話会の委員にならせていただい

て、正直言って初めて死刑制度について真剣に考え始めたということで、言ってみれば世論調査

の８割の人間と実は似たり寄ったりだったなと思っているんですけれども、そういう立場、そう

いう人間の質問として聞いていただければと思います。二つありまして、まず一つは、今日のお

話は、刑罰の正当化根拠ということで、いくつかの項目があって、その一つ一つについて、死刑

制度というものは、そういう正当化根拠を持たないというお話しだったと思うんです。 

 それで、私も話をお聞きして、そうだなと思うんですけれども、一方で実際に死刑を廃止して

いる国がかなり多い中で、その廃止を判断したときに、そういう今ご説明にあったようなことと

いうのは、どの程度認識されて廃止に至っているものかなと。それは国によって背景事情が様々

でしょうから、あまり一概には言えないかもしれませんけれども、その辺りというのはどういう

ふうに見ておけばいいのかというのが一つです。 

 それと二つ目は、いろいろな切り口があって、それら一つ一つが、死刑制度の根拠にはならな

いというお話だったと思います。普通の国民が物事を考えていくときには、それらの要素に考え

を巡らすということ自体は大事だと思うのですが、一方で、それぞれごとの性格も十分に踏まえ

ておかなければいけないということがあるのかなと思っています。 

 お聞きしたいのは、言ってみれば、ものを考える幹のところの、一番何が大事な要素というこ

とかなという、その辺りの捉え方と言いますか、その辺がもしありましたら、教えていただけれ

ばと思います。 

●松原教授 まず、廃止に至る決定が諸外国でどうかという点は私の専門ではないので細かい事

実は言えないのですけれども、政治的決断であるのは確かだと思います。しかし、その背後で、

刑罰の本質論や哲学といった形で刑法学ないし哲学が寄与していたというのも間違いないのだろ
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うと思います。それから先ほど申し上げた誤判が一つの引き金になったという国もあると思いま

す。ただし、このあたりの歴史研究は、申し訳ありませんが、十分な回答をできる立場にはあり

ません。 

 次に、死刑存廃論の柱は何か、なのですけれども、誤判のおそれとか、被害者感情、外国との

関係など、諸々ある中で、私はやはり刑罰の正当化根拠論が中心であるべきと思っています。 

 もちろん、多角的な検討が重要なのは確かですが、刑罰として説明不能ならば、やはり国家は

これを維持してはいけないのだろうと思います。そうしないと、刑法が法としての刑法ではなく

て、戦争の法になってしまうのではないかと考えた次第です。 

 刑罰の正当化根拠の中でどれを重視するかというのは、各論者それぞれだろうと思いますが、

私はどちらか一方でも説明不能なら正当化できない、両方揃って初めて刑罰は正当化できると思

っています。 

 国民レベルでどうかということですが、応報、一般予防、特別予防ということは、普通の人で

も言語化はしていないけれども、言えば分かる話だろうと思います。そうすると、これはただ言

語化されていないだけであって、言語化すれば国民にも通じるし、また言語化することで初めて

見えてくることもある。なぜかというと自己レビューができるからです。自分の単なる感情論が

言語になることで、自己レビューが可能になり、国民各自において、こういった刑罰の正当化根

拠論について考えることも十分可能になるのではないかと考えている次第です。 

●井田座長 ありがとうございました。林委員、どうぞ。 

●林委員 刑罰の正当化根拠のところで、消極的一般予防についても満たさない。それから、積

極的一般予防についても満たさない。この点についての二つ質問なんですけれども、まずは、消

極的一般予防について、これはもともと科学的な証明ができない事項であって、もともとこれを

正当化根拠としている相対的応報刑論にしたって、おそらく何らかの予防効果のある、確からし

さがあるということぐらいを正当化根拠にしていると言われているのですけれども、その点につ

いて、先生どのようにお考えになるかということが１点です。 

 二つ目の質問は、積極的一般予防のところで、先生はご著書で、積極的一般予防について言え

ば、殺人に対する忌避の心情は人々の心に深く根付いているものであって、死刑の廃止によって、

これが揺らぐとは考え難いと、このように書いておられるのですけれども、一方で、この部分に

ついては、例えば今、日本の国民の大多数が死刑存続ということを言っていますが、そうした大

多数の国民の意見は、犯罪の被害を受けた人、あるいはその遺族のことを考えて、死刑という制

度について期待を持っているということだと思います。こういう現状の下で死刑を廃止して、ど

んな凶悪犯罪でも死刑にはならないと制度が変化したときに、国民の刑法、法規範に対する信頼

というものが本当に揺らがないのかな、という疑問を私は持っています。 

 その点について、この死刑を廃止したからといって、国民に対する法の信頼が揺らぐとは考え

難いと、先生がこう言われるところの理由をもう少し伺いたい。 

●松原教授 まず、前者の抑止効果の立証可能性ですが、私も科学的立証は無理であり、確から

しさのレベルで論じるしかないと考えております。 

 ただ、本日申し上げたのは、終身刑と死刑に有意な差があることが確からしいかどうかという

ことです。死刑自体に何らかの抑止効果はあると思うのですが、それが終身刑を有意に上回って

いるということが確からしいのかを考えると、そこは疑問であるという意見です。 

 後者のご質問については、積極的一般予防が、語り掛けということを通じて維持されていくも
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のだといたしますと、国が語り掛けを放棄するという姿勢を示すのが良いことなのかは疑問です。 

 もちろん、人々が被害者に共感するということに何らかの意味はあると思うのですけれども、

死刑を廃止したからといって、それによって国民の遵法精神が劣化するということが確からしい

と言えるかというと、そこに疑問があるという点を申し上げた次第です。 

●井田座長 議論が佳境に入ってきたところでございますけれど、何しろ時間が限られておりま

すので、急かしてしまい、大変申し訳ございませんでした。簡単にまとめていただいて助かりま

した。 

松原先生、本日は大変ありがとうございました。 

 

② 椎橋隆幸中央大学名誉教授からの意見 

 

●井田座長 それでは、次に椎橋隆幸先生にご登壇をお願いしたいと思います。椎橋先生につき

ましても、お手元の資料に略歴等書かれたものがございますが、簡単にご紹介させていただきま

すと、中央大学をご卒業後、中央大学で博士学位を取得され、中央大学の法学部、そして法科大

学院の教授をお務めになり、その間、中央大学の理事、副学長、法科大学院の院長などをお務め

になられました。刑事訴訟法、そして被害者支援の分野で数多くの業績がございます。 

学外では、警察政策学会会長、日本被害者学会理事長等を歴任され、現在は、中央大学名誉教

授であり、公益社団法人・全国被害者支援ネットワーク理事長等の要職にあられます。先生、よ

ろしくお願いいたします。 

●椎橋教授 ただ今ご紹介賜りました中央大学名誉教授の椎橋でございます。本日は、こういう

機会を与えていただきまして大変ありがとうございます。 

 私も死刑について、私見を本日述べさせていただきたいと思います。まず、死刑についてです

が、世界の動向ということでとりあえず、順番としては、死刑に関わる典型的な論点について、

ひと当たり私見を述べさせていただきまして、そして 後にもし時間があったらということにな

りますけれども、 近、アメリカのスーパー・デュー・プロセスという考え方があって、それは、

アメリカでは死刑は特別なものであるということで、それには、通常の犯罪の捜査とか審理とか

に比べて、より手厚い保護をしなければいけないということで、それについて、私もよく調べて

みましたら制度が違うので、なかなか比較も難しいなと思いながら、しかし調べていくうちに、

確かにアメリカのスーパー・デュー・プロセスというのは、死刑の認定・執行を慎重にするとい

うことで賢明な考え方と思いましたけれども、日本も同じように慎重なやり方をしているのでは

ないかという結論になりました。 

 そこまで言っていいかどうか分かりませんけれど、手続きを全体として見てみると日本のほう

がより慎重なやり方をしているのではないか、そして結果を見てもそれが分かるのではないかと

いうことで、少し結論を先に言い過ぎたかもしれませんが、そういう順序でお話しさせていただ

きたいと思います。 

 まず、世界の動向でありますけれども、死刑廃止は世界の潮流だとこの会の設立趣旨の中でも

述べられておりますし、また、死刑廃止論者の方は、そのようにおっしゃいます。 

 確かに死刑廃止国は増加しております。しかし、死刑廃止に至った理由は、国によって異なり

ます。例えば、かつてのドイツでは、死刑対象犯罪が殺人や国家犯罪、反逆罪のみならず、それ

より軽い犯罪についても死刑が多用されたということがあります。 
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また、特定の民族に対する理由のない偏見に基づく大量殺戮があったということ、さらに執行も

多様な方法で行われた。考えられるいろいろな執行方法で行われたということと、それと誤判が

あったということですね。誤判事件があった。これが死刑廃止の大きな理由になったと言えると

思います。誤判があったということ、また、多くの罪種について死刑が多用されたということに

ついては、イギリスとかフランスにおいても、かなり共通する点があったわけであります。 

 さらに、中南米のように政情が不安定で、死刑が政敵を倒すために悪用されるという国々にお

いては、権力者が次は自分が死刑の対象になるかもしれないという恐れから、死刑を廃止すると

いうことがありました。 

 それから、これはかなり事情が違いますけれども、人口が少なくて、治安が極めて安定してい

るという国では、死刑を廃止しても社会の安全を保っていけるということで、死刑廃止をするこ

とには抵抗が少なかったということがあると思います。 

 それぞれの廃止国が死刑を廃止したことについて、理由があるわけです。それらの国々の死刑

廃止の決定は尊重されるべきであると私も考えます。要するに、言いたいことは死刑の存廃とい

うのは、各国の文化的、宗教的背景、それから国民の法感情、犯罪情勢、政治状況等様々な要因

を背景に各国民が主体的に決定するものだと思います。 

 死刑廃止が世界の潮流だという理由で、死刑廃止が全ての国がとるべき正しいあり方だと言え

るかどうか、ということについては、私は疑問に思っております。 

 続きまして、死刑の抑止力という問題について、簡単に述べます。死刑に殺人等の凶悪犯罪を

抑止する効果があるかについては、肯定論と否定論とが対立しております。これは、松原教授も

言われていたとおり、結論的には学問上は決着がついていないという現状だと言っていいと思い

ます。 

 そういう意味では、私はこれはその言葉が適切かどうか分かりませんけれども、経験的な感想

と言いますか、信念と言いますか、そういったところについて、若干お話しさせていただきます。 

 これは、刑罰一般については、抑止力があるということはどなたも認めることであります。窃

盗とか、あるいは傷害とか、強制性交等とか、そういうような犯罪を犯したという場合に、それ

に対して何も対応しない、あるいは民事で対応すればよいというようなことでは犯罪を抑止する

ということはできない。だから、それらには刑罰で対応していかなければいけないというので、

刑罰に抑止力があるというのは、皆さん認めておられることであります。 

 ただ、殺人について、抑止力があるかどうかということなのですけれども、これについては、

犯罪を抑止する力というのは、様々な要因によってそういう力が生まれてきていると思いますが、

言ってみれば、死刑は刑罰というピラミッドの体系ということを考えると、その頂点にあるもの

でありまして、それは刑罰の中でも も威嚇力、感銘力のあるものであります。 

 ですから、その一番威嚇力、感銘力のあるものを除いた刑罰体系というものになった場合に、

果たしてそれが揺らいでいかないかと、揺るがないというように断言できるのか、ということを

私は非常に危惧するところであります。 

 これは、相当時間をかけてみないと分かりません。また、ただ犯罪抑止できるかだけの問題だ

けではなくて、他の方法で、先程言及がありましたけれども、欧米の国々において生じている現

場射殺の問題とかいろいろ他のやり方をしなければ治安が保てないとか、そういうようなことに

なっていくおそれもあるということなのであります。 

 また、組織犯罪の場合は、これは非常に計算して犯罪を実行しますから、そういった計算をす
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る中で、手下の者をコマのように使うというような事案については、それは計算するものについ

ては、計算の中でこれはこういうところまではやめておこうというような効果があるのではない

かというように考えるわけです。 

 さらに、特別予防の観点について申しますと、これは一度、殺人を犯して無期懲役になった者

が、仮釈放になってまた殺人を犯すということが実際にはあるわけであります。そのときに、死

刑を廃止ということになると、もしその当時の死刑の制度、基準から言えば間違いなく死刑に処

せられていたという者についても、仮釈放されて、そしてまた再度殺人を犯すということになる

ので、死ななくてもよかった被害者がさらに出てしまうことになります。ですから、特別予防の

効果については、これはあると言わざるを得ないのではないかと思います。 

 それから、次に誤判の可能性、これは先ほど松原教授の話にも出てきましたけれども、この誤

判については、これはどの刑罰、どの犯罪どの刑罰についても、誤判というものはなくしていか

なければいけないと思います。 

 その誤判のおそれを理由とする死刑廃止論というのはかなり有力で、実際に誤判事件があって、

死刑を執行して、そして後で無実だと分かった場合の社会の反応、一般の人の反応というのも大

きいことは確かで、先ほど申しましたように、アメリカ、ヨーロッパでもいろいろそういうよう

な誤判の事件がきっかけになって、それが大きな力になって死刑廃止になったということがあり

ますので、これは非常に実質的には大きな問題だと思います。 

 しかし、これは誤判のおそれを理由とする死刑廃止、この誤判の問題と死刑廃止とは私は違う

レベルの問題だと考えます。ですから、死刑を廃止することによって、確かに取り返しがつかな

くなったというような事態がなくなるのかもしれませんけれども、しかし、それでは、終身刑の

場合には取り返しがつくのかという問題もありますし、それから何よりもやはり全ての場合に、

事件において誤判はなくさなければいけないと、それがやはり正攻法だと思います。そういう努

力は常に続けなければならず、続けられております。 

 近は、ＤＮＡ鑑定を含むいろいろな鑑定の精度も上がってきている。捜査段階を含む弁護態

勢の強化、これは弁護士の先生方が日々努力されておられ、敬意を表しておりますが、また、国

選弁護の範囲も拡がってきております。さらに、証拠開示も拡がっているということで、誤判防

止につながる手続的な方策が整備されてきているということで、これは継続的に実践されるべき

ことであると考えます。 

 それから、是非申し上げたいのは、犯行が現行犯で本人も事実を認めているというような場合

が典型的ですが、誤判の可能性はこういう場合はないわけですね。その場合は、誤判を理由とす

る死刑廃止の論拠は成り立たないと思います。いずれにしても、これはどうしても相対的な論拠

にならざるを得ないとご指摘されておりますけれども、そういう場合はどうするのかということ

について、私もこの点については納得のいく答えを聞いたことがないものですから、問題提起を

させていただきたいと思います。 

 それから、次は死刑と世論ということになります。これについては、日本では８割以上の国民

が死刑存置に賛成しているということであります。廃止論者は、フランスの政治家に代表される

ように、政治家は世論に反しても正しい政策、死刑廃止を実現しなければいけないと言っておら

れて、そういう強力なリーダーシップのもとにフランスでは死刑廃止が実現したと思いますけれ

ども、しかし、私は 終的にはやはり、その国の法とか制度とかが、国民の大多数の者によって

支持されなければならない。そうでなければ持続するような制度とはなり得ないと思います。 
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 ですから、何を正義とするかというのは、国民の価値選択、ひいては法的確信にかかってくる

ことだと思いますので、その意味で国民の意思を確認するということは、政治的価値決定を行う

上では欠かせない作業だと思いますので、そういう意味で世論調査の結果は尊重されるべきでは

ないかと思います。 

 それから、もう一つは正当化根拠、これが も大事な問題だと思います。これは極端な、 近

は少し減ってきたと思うのですけれども、死刑は国家による殺人であるから許されないと。ドイ

ツとかヨーロッパの方々の主張にも、人間の生きる権利があるとか、人間の尊厳に反するとか、

死刑を持っているのはその国の恥辱だというような考え方に連なっていると思うのですけれども、

それは、確かに人の命を奪うという意味では殺人と共通している。けれど、それは物理的に共通

しているということであって両者の持つ法的意味は全く違うと思います。外部的、物理的な共通

性で考えるということはおかしいのです。 

 もし、そういうことが正しいのであれば、拘禁刑という自由剥奪刑を考えてみると、それは国

家による誘拐とか、国家による逮捕監禁とかになりかねませんが、そういうことは言われる方は

いないと思うのですね。罰金というのも、お金を強制的に奪うので、国家による強盗と言うかと

いうと、それも言われない。つまり、殺人とか強盗といったものは、違法・不正な犯罪です。これ

に対して刑罰としての死刑とか自由刑というものは、違法な行為に対する正当な刑罰という点で

全く違うものだということが言えると思います。 

 以上が、従来言われてきた死刑の存廃についての典型的な論点についての私の考え方でありま

す。 

 そして、一番 初に言ったことに戻りますけれども、アメリカではスーパー・デュー・プロセ

スという考え方を採っていることに関係する問題です。アメリカはヨーロッパとは違って、どち

らかというと実務的、プラクティカルに死刑の存廃の問題についても考えていると思います。 

 ですから、その死刑認定の恣意性とか、あるいは罪刑均衡原則に反するとか、そういったよう

なことが理由として死刑廃止論者も論を立てている方が多いと思います。 

 そこで、日本の論者も、ここに座長代行がおられますけれども、スーパー・デュー・プロセス

という考え方を支持されて、そしてアメリカでは死刑は特別であるという考え方から、死刑の認

定・量刑・執行の各段階で、非死刑事件よりも手厚い保障がなされている。 

 けれど、我が国は、死刑が特別であるという認識がない。結論として非死刑事件よりも、手厚

い手続が保障されていないということで、アメリカのスーパー・デュー・プロセスというのは、

内容としては死刑を科しうる犯罪類型と犯罪者類型の限定、それから罪責認定手続と量刑手続と

の分離、これは手続二分論ですね。また陪審の全員一致の賛成がなければ死刑は認定できない。

それから、陪審に一定の指針に基づく裁量権の行使が求められると。 

 それから、これも重要なのですけれども、実務上は加重事由の存在と、それが証明された後に

減軽事由を広く認めた上で両者を総合的に判断して、前者が後者を上回ることが求められる。そ

れから自動的上訴制度、それから他の事件との均衡審査、こういうのがあるのですけれど、この

制度に似た日本の制度を考えてみると、非常に私は、この部分については事務局長の川村先生が

委員の皆様方には私の論文をお配りしてくださるということなので、それを参照にしていただけ

れば幸いだと思いますけれども、いろいろな今言った論点それぞれについて、日本は、非常に慎

重な恣意性の入らない、予断や偏見を抱かないような形での審理を行って、それから審理をして

判決が出た後もいろいろな理由があって、前は再審請求があると、事実上はもう執行はしないと
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いう、 近変わりましたけれども、そういうこととか、あるいは検察官がもう一度資料を徹底的

に洗い直して法務大臣に具申するというようなこととか、様々な手続の段階でそういった慎重な

手続をとっている、誤判が起きないようにする、恣意性が入らないようにするというような形を

とってきているので、私はそういった慎重な姿勢をとっている日本の死刑制度は、維持してしか

るべきではないかという考え方を持っている次第でございます。 

後は要約的な話となりましたが、これで私の報告は終わらせていただきたいと思います。ご

清聴ありがとうございました。 

●井田座長 椎橋先生、ありがとうございました。先生の死刑存置論を、改めて説得力を持って

まとめてくださったと感じました。では、10 分程度、質疑応答の時間を持ちたいと思います。ご

質問いただけますか。片山委員、どうぞ。 

●片山委員 先生は、被害者支援、あるいは被害者学会にも知見が深いということでお尋ねをし

たいと思うんですけれども、先ほど松原先生のほうから、被害者感情と遺族感情は違うんだとい

うご説明があって、すごく考え方がふっと胸に入ってきたところでございます。先生は、その点

についてどうお考えでしょうか。お尋ねをしたいと思います。被害者感情と死刑についてのお考

えについて、改めてちょっと伺いたいと思います。 

●椎橋教授 ありがとうございます。私は、被害者支援の団体に関わっているということもあっ

て、被害者の感情というのは大事にするべきだと考えています。被害者になった側には、当然に

持つ人間的な感情というのはあると思います。 

 そして、単に被害者の感情というだけではなくて、その被害者の感情に共鳴する国民の大多数

のシンパシーですね。これが一体となって、何というかそれを大事にするような制度というもの

が必要だと。 

 先ほども少し出てきましたけれど、自分の家族を殺された場合には、相手を殺してやりたい、

犯人には極刑を科すべきだという考えを持つ被害者というのは多いと思います。それは当然の感

情だと私は思っております。 

 ただ、それが直接に法制度に反映されるか、あるいは死刑量刑に反映されるかというと、そう

ではなくて、やはり一定の範囲の中でその被害者感情が尊重されて、裁判制度の中に生かされて

いるというのが現状だと言えます。 

 ですから、その被害者の方から見れば悔しい思いを抱かれることですが、実際には相当多くの

場合に、家族が殺害されても被害者１人の場合は、余程凶悪な犯行でないと死刑にはなりません。

裁判所の報告書にも出ておりますけれども、今は正確な数字は言えませんけれども、ともかくそ

ういうような形で被害者の思いは直接そのまま反映されてはいない。 

 私、その被害者の処罰感情が強くて、それがあまりにも大きな影響を与えていると言われる論

者は多いと思うんですけれども、井田先生もそうかもしれませんが、私はそれはやや誇張だと思

っているんですね。被害者の感情を国民の多くの方が共鳴するという範囲で、それを刑罰制度の

中に反映することは、これは正しい。そうでないと大多数の人が法に対する信頼をなくしてしま

うという結果になると思うのですね。あまりにも、こんな酷い犯罪を犯したのに、こんな軽い刑

しか科してくれないのかということになると、これは信頼が失われていくということになると私

は思います。 

ですから、私は、先程出てきた現場射殺の問題は、死刑と現場射殺を理論的に結びつけるとい

うのは難しいところあるのですけれど、いかなる法制度が適切なのかという観点からでは相当の
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関連性はあると考えます。つまり、私は法制度を国民の納得のいくような形で作って運用してい

くということをしないと国民から信用されないと思っておりますので、例えばフランスの場合で

したら死刑は廃止して、この前、死刑廃止 40 周年を祝っておりましたけれども、しかし、それに

対する不満を持っている人がいて、３割ぐらいは死刑を復活すべきという考え方の人がいるとい

うふうにも聞いております。そういうところからすると、あまりにも軽い刑罰で済まされる。こ

んなひどいことやって死刑にならないのかという感情がいろんなところにあって、それでそれが

いろんな司法制度のいろんなところに影響が出てきますから、したがって、それが現場射殺とい

う形で治安を守らざるを得ない。 

そして、その結果について、現場射殺は許されないという批判が、すごい大きなうねりになっ

ているかというと、それはそうでもないみたいなのですね。ですから、現場射殺がある程度あっ

ても仕方ないなという気持ちになってしまう。それは、私は現場射殺の問題は、裁判をやってそ

の人が有罪だとしても、死刑に値しないということのほうが圧倒的に多いと思うのです。それな

のに、死刑と同じように命を奪われてしまうということになると、これは大問題だということで

しょう。日本の場合は、警察は浅間山荘事件で２名の警察官の殉職者を出しましたけれども、犯

人については５名、生きたまま逮捕した。そのことに象徴されるように、その後も警察は変わら

ず、ずっとそういう慎重な法執行をとっているということが言えると思うのですね。 

●井田座長 他にございますでしょうか。複数の委員の手が上がっていますが、まずは笹倉委員、

どうぞ。 

●笹倉委員 椎橋先生のご論稿ももちろん拝読しているんですけれども、先生が日本の現在の死

刑制度に手続的な問題がないとおっしゃるのは、結局のところ、日本では慎重な運用を行ってい

る、だから、アメリカよりもむしろ適正な手続が運用上保障されているんだ。したがって、死刑

判決には基本的には間違いがないということなのかなというふうに理解しております。しかし、

第１に、これまでも、日本にも死刑冤罪事件があったということは明らかです。 近の事件でも、

先生がおっしゃるように、確かに科学技術は発達していますが、逆に、だからこそ冤罪事件が発

生しているというようなケースもあります。 

また、量刑誤判については、再審請求は法律上認められていません。しかし、例えば上訴審で

破棄されている事件がかなりあるというようなことも含めると、例えば破棄されなかった事件と

いうのもあるわけで、その中に量刑誤判の事例が含まれていないとも限らないわけです。ですの

で、この点について、どうお考えなのかという点が１点目。 

 もう一つ、運用に任せるのでは、適正な手続というのは保障されないんだ。だから、法で縛る

べきなんだというのがアメリカの考え方だと思います。先生がおっしゃるように、日本の運用が

うまくいっているから良いというだけではなく、制度化していく。法の条文上に適正な手続を保

障していくということもあるべきなのではないかなと、思うのですが、先生のお考えはいかがで

しょうか。 

●井田座長 恐縮ですが、簡単にまとめていただけますか。時間の関係もあり、ご質問なさりた

い委員がまだまだ行列をなしていますので。 

●椎橋教授 初の問題については、量刑誤判とおっしゃいましたけれど、私は、先程松原教授

が言われたのですけれど、事実認定に誤りがあるという場合と、量刑不当の判断が間違っている

のではないかという場合とは違う問題だと。刑訴法上にもはっきりと事実認定の誤りを争うもの

と、量刑の判断を争う場合、違いますからね。それを何か量刑誤判というのは、言葉として学問
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的にはおかしいのではないかなと思います。 

で、先生、早口だから、頭に入っていなかったんですけれど、何だったのかな。 

●笹倉委員 単に運用に任せるのではなくて、それを法律上保障していくということが必要だと

思うんですけれど、いかがでしょうか。 

●椎橋教授 ですから、その点については、刑事司法制度の中でいろいろな各手続の段階で慎重

な運用をしていると申しました。慎重な法的根拠と仕組みを設けて運用しているということが一

番大事なことだと思います。ですから、例えば 1980 年代の四つの事件の死刑確定者の無罪判決が

ありましたよね。あれは大きな教訓にしなければいけないと思いますけれども、その後の中では、

そういう教訓を受け止めたような形で裁判官は裁判に臨んでいるのではないかと思っております。 

現在、再審で争われている事件については、私は実際に証拠を見てないものですから、これは

もう裁判長の判断を見て、それを尊重して、場合によっては批判もするかもしれませんけれども、

裁判官に適切な判断をしてもらいたいと思っています。 

●井田座長 佐藤委員、どうぞ。 

●佐藤委員 今日はどうもありがとうございます。時間の関係もあるので、一つのテーマだけ、

世論調査のことについて、つまり８割以上の世論が死刑を支持しているという点について、お聞

きしたいのですけれども、もちろんこれは事実ですし、それをもとに死刑というのが一つ制度と

して担保されているというところがあると思うのですが、一方で、 近の世論調査をよく見ると、

将来的に死刑を廃止してもいいかどうかという問いと、終身刑的なものが導入された場合に、こ

れは死刑を廃止していいかどうかというようなところの問いを加味していくと、必ずしも８割に

はならないんじゃないかと。絶対的にこの８割がガチガチなものじゃないんじゃないかという、

そういうところも加味すべきなんじゃないかなと思うところが一つと、もう１個は、８割支持し

ているとは言っても、法務省がほぼ死刑に関する情報を出さない中で、国民が死刑に対してどこ

まで正確な知識などを持って判断しているかというところに大きな疑問を感じているんですね。

だから、そういう意味でこの８割というのは、どこまで信頼性があるかというところに疑問があ

るんですけれども、そこについては先生、いかがでしょう。 

●椎橋教授 確かに世論調査をするときに、質問の仕方によって数字は動き得る。実際にそうい

うふうにやっておられる方がいるので、それはそのとおりだと思うのですね。ただ、政府が行っ

ている世論調査については、私は現実の今の死刑制度の運用というものを考えると、あのような

質問の仕方で無理はないと思っていますけれどね。簡単に言えばそうです。 

 情報をどのぐらい提供するかということですけれども、これは、先生などはどういうような情

報は出すべきだというふうにお考えなのでしょうか。私は死刑というのは、特に刑場の模様を見

せるとかそういうことを千葉大臣のときにやったことがありますけれども、死刑は本当に皆で深

刻に受け止めなければいけない問題なので、それを自分の意見に賛成してもらうための戦略とし

てやるというのは、あまり好ましくないなと。例えば死刑反対運動を活発にしようと思って、残

虐なシーンを、様子をもっと出しなさいというようなことを狙っているのでしたら、それにはあ

まり私は賛成できないですね。 

●井田座長 また情報公開の問題はいつかこの場で検討する機会もあるかと思います。井田香奈

子委員、お願いします。 

●井田香奈子委員 椎橋先生ありがとうございました。先生が提出された資料でアメリカのスー

パー・デュー・プロセスのことを勉強して、私は日本のほうが慎重って言えるのかな、慎重さが
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足りないのではないのかなとかえって心配になってしまったものですから、二つ質問させてくだ

さい。資料で言うと２－１の(２)の④のところにアイウエと４項目ありますけれども、このイの

ところの死刑の量刑手続のところですが、日本の場合は、裁判員制度をとってから、９人の合議

体の特別多数決で死刑も決められるということになっていて、９人のうちの裁判官を含めた５人

が揃えば、実際はもっと多くのところで決まっているような気もしますけれども、死刑を決める

ことができると。確か、裁判員制度の制度設計を議論しているときには、死刑事件についてはこ

の評決ルールをもっと厳しくするべきではないかという意見もあったような気がするんですけれ

ども、他の事件と同じ扱いになっているという、ここはアメリカの陪審の全員一致の賛成が必要

というところと比べると、かなり緩いのではないのかという気がしたのが一つ目。 

 それから、エのところの自動的上訴なんですけれども、日本の刑事訴訟法では死刑判決に対す

る上訴は放棄できませんが、その後、取下げはいつでもできます。先日も特定少年で初めて死刑

求刑された被告人に一審で死刑判決が出て、弁護人が上訴しましたけれども、本人が取り下げて

しまって確定したということがありました。そうしますと、この上訴放棄の制限があっても元も

子もないというか、実際の目的とされているところが実現されていないこともあるという意味で、

ここも慎重さが足りないような気がしてしまいまして、その辺りについて、先生のお考えをいた

だければと思います。 

●椎橋教授 全員一致の問題は、私はできるだけ慎重にするという姿勢は重要だと思うのですけ

れど、一番致命的なというか、こういうことがあったら困るなというのは、もし仮に裁判に参加

する裁判員が強固な死刑廃止論者で、証拠等に基づいて、これは死刑相当であるという判断がさ

れた場合にでも、実は自分の信念に基づいて死刑は不相当だとした場合には、その人に拒否権を

与えるということになってしまいますので、これは法と証拠と良心に基づいて判断をするという

法の基本原理に反するので、そういうことを恐れたためだと思います。裁判員制度を作った背景

にはそのような理由があったと思います。 

そして、実際にはこれは公開されないし、そこまで話してはいけないということになっていま

すから、分かりませんけれども、事実上はほぼ全員一致の賛成で死刑判断をしているのではない

かと思いますね。 

 それから、取下げの問題については、日本はもちろん上訴放棄はできない。しかし、取下げは

自由です。取下げをする場合に、資料２－１の４（１）⑤に書いてあるように、不服があるのに

も関わらず、死刑判決の宣告の衝撃及び公判審理の重圧に伴う精神的苦痛によって拘禁反応等の

精神障害を生じ、その影響下において、その苦痛から免れることを目的として上訴を取り下げた

場合には、その上訴取下げは無効と解するのが相当であるということで、ここで縛りがかかって

いるので、ここで取下げは無効だと判断している。むしろ、論者は、これは相当厳しいねという

評価のほうが多いのではないかと、私が読んだ限りではそう思いました。ですから、これも相当

厳しくしていると思います。 

●井田座長 ありがとうございました。時間が超過いたしましたので、まだまだご意見をお聞き

になりたい委員がいらっしゃるようでございますけれども、大変申し訳ございません。これで、

椎橋先生のプレゼンと、質疑応答を終わりたいと思います。改めまして、松原先生、椎橋先生、

両先生には突然に大変ご無理なお願いを申し上げ、短い時間内にプレゼンのご準備をいただき、

本日、大変示唆に富むお話をしてくださりありがとうございました。今後の懇話会での議論のた

めに、間違いなくたくさんの重要なヒントを与えてくださったものと考えております。ありがと
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ございました。 

●椎橋教授 どうもありがとうございました。 

 

（２）刑罰の目的と存在理由について 

 

●井田座長 本日これまで、死刑を維持すべしとする立場、廃止すべしとする立場、それぞれの

ご主張を伺ったわけですけれども、お二人のお話を前提として、少し論点整理も必要かと考えま

す。また、先生方が必ずしも触れられなかったことの中にも、非常に重要なポイントもあるよう

な気がいたしますので、私個人の見解ですので、ご異論があるかもしれませんけれども、論点の

整理を試み、そしてまた、こういう問題も意識すべきではないかというお話を、15 分程度の時間

をいただいて、してみたいと思います。 

死刑制度をめぐる議論のおおもとにあるのは、そもそも刑罰制度は何のためにあるのかについ

ての基本的な見解の相違であると考えられます。そうであるとすれば、死刑制度について検討を

行おうとするとき、議論の前提ないし基盤となっているこの問題、つまり刑罰制度の目的と存在

理由に関し、ある程度の合意がないとすれば、お互いの主張はかみ合わず、すれ違いに終わらざ

るをえないということにもなります。この懇話会の目指すところは、死刑制度に関する熟議であ

るとすれば、まずは私どもそれぞれが立脚する刑罰理論上の前提ないし基盤を明確化し、自覚す

る必要があると考えられるのです。 

また、ヨーロッパの国のほとんどが死刑制度を廃止していることも、そこには特有の事情と背

景があると思われますけれども、その理論的基盤を見ると、私の目からすると共通した刑罰に対

するイメージが持たれています。それはどういう見方であるのかについても、私どもは知ってお

く必要があると考えています。 

 まず、日本では実務においても、学界においても、また一般世論においても、応報刑論が支配

的です。応報刑論は、実行された犯罪の重さに見合った反作用として犯人に加えられる不利益な

制裁として刑罰を理解します。もし、犯罪という害が放置され、その犯人に対しそれに見合った

害が与えられずにいるとすれば、それは耐え難い不正義であるとされます。このように、犯罪と

刑罰、すなわち罪・刑の均衡ないしバランスを求め、それが実現されないときに不正義だと感じ

る、われわれ誰しもが持つ共通感覚を基盤とするのが応報刑論ということになります。 

 こうした考え方に立脚するなら、何の理由もなく意図的に人を殺したとき、被害者の死という

実害に対応する刑としては、まずは死刑が候補に上ることになりますし、ましてや複数の人を意

図的に殺害したケースになりますと、死刑以外の刑がその犯罪に対応する刑であると考えること

は困難ということになってきます。被害者の人生が無念にもいきなり断ち切られる一方で、それ

を自分勝手な理由で意図的に招来した犯人がそのまま生きて人生を享受することができる、それ

はバランスを欠くだろうという形の死刑存置論は、一般世論において広く強固に支持されており、

法律家の中にも、本日お話しくださった椎橋先生のように、これを支持する方は決して少なくな

いと考えられます。しかも、こうした考え方は、特に 1990 年頃以降、被害者保護の思想が広がる

に伴い、それと結びついて有力化して、いわゆる厳罰化・重罰化傾向の背景にあって、その原動

力になっていると言うことができると思います。 

 このように、今の死刑存置論、現代の死刑存置論の背後には、我々誰しもが素朴に持っている

感覚に立脚した応報刑論という基本思想があること、そしてその思想は、死刑の問題に限らず、
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特に平成期に入ってからの日本の刑事司法のあり方を大きく規定してきた、きわめて影響力の大

きな思想であったということに注意すべきだと考えています。それは私どもが生半可な気持ちで

対抗しようとすれば、簡単に跳ね返されてしまうような、きわめて強力な時代思潮だと言って過

言ではありません。 

 いまお話ししたような応報刑論は、いわばピュアな、素朴な応報刑論なのですけども、実害に

応じた、実害に見合った反動を加えようとする見解ですので、私は「実害対応型の応報刑論」と

呼ぶことにしています。これに立脚する死刑制度維持論に対しては、いろんな批判があり、本日

の松原教授も極めてうまくまとめてくださったところです。ただ、以下では、私の目から見て本

質的だと思うものについて三つにまとめて要約したいと思います。 

 第１点は、こうした考え方は、日本の将来の刑事司法にとってプラスになるのかどうか疑問で

あるということです。それによれば、刑罰制度の運用は、被害者とその遺族の立場に思いを致す

か、それとも犯人の立場に思いを致すかという、調停不可能な二者対立、二項対立によって支配

されることになります。刑事裁判では、敵味方思考に支配されたゼロサムゲームの様相を呈する

ことになります。被告人が自己の立場から率直な主張をすれば、反省していないという批判を受

け、刑事弁護人の仕事は悪に加担する仕事と見なされることになります。裁判所が、被告人の側

に見出された有利な事情を考慮して刑を軽くするとすれば、被害者遺族の側は失われた命が軽く

扱われたと感じて不平・不満を抱くことになります。責任主義の原則、責任能力制度に示されて

いますけれども、そういう責任主義の原則とか、「疑わしきは被告人の利益に」の原則とか、国際

的にも承認された、さまざまな人権保障原則は、被害感情の充足を阻害するものとして被害者が

求めようとするものの前に立ちふさがる障害物のようにイメージされることにもなりかねません。

この点は実務家の先生方に教えていただきたいのですけれども、遠く研究室から実務のことを観

察しておりますと、日本の刑事司法は、そういう不均衡な方向にますます向かっているように感

じられるわけです。椎橋先生は誇張だとおっしゃいましたけれども、私にはそのように感じられ

てなりません。 

 第２点として、被害感情がダイレクトに重罰化の主張につなげられるとき、法にとっても、ま

た社会にとっても望ましくない事態をもたらすのでないか、という心配があります。被害感情の

充足を追求していくならば、より多くの被害者遺族を満足させるために、死刑判決を今よりも相

当に増加させることにならざるを得ないと思います。法律家がそれにブレーキをかけるとすれば、

被害者遺族、そしてその立場に共感する一般市民の不満は高まります。このように、実害対応型

の応報刑論は、法律家と、被害者らの間に対立を生じさせ、それを深め、相互理解を阻害する刑

罰理論だということができます。法律家が犯罪の社会的原因に目を向け、それに対応する刑を科

そうとするとき、また、国際的にも承認された人権保障原則を守ろうとするとき、まさにそのこ

とが被害者側に失望をもたらし、法と法制度、そして法律家に対する批判と不満を生じさせ、そ

してそれに共感する社会の側も、同じ思いを募らせるということが起こってきます。 

 第３点は、処罰にあたり、被害感情の充足がとても重要な意味を持つこととなって、犯罪の背

景や社会的原因などへの関心が失われ、刑罰が行為者の将来において持つ効果などは度外視され

ることになりかねないということです。犯罪者処罰にあたり、犯罪の背景や要因にも、また刑罰

の効果のことを念頭におかない、矯正や保護の段階のことも度外視して、ただ感情に従ってこれ

を行う、というようなことで本当に良いのかどうか、ということであります。 

以上、問題点を三つにまとめました。作家の平野啓一郎さんは、死刑の存廃の問題は今後日本
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の国と社会をどういうものにしていくのかの問題だと述べています。私は政治家でもジャーナリ

ストでも作家でもなく一介の法律の研究者に過ぎませんのでそこまで大きな視野から論じること

はできませんけれども、平野さんの顰みにならって言えば、死刑の存廃の問題は、今後、日本の

刑事司法をどういうものにしていくか、次の世代にどういう刑事司法制度を受け渡していくのか、

の問題です。実害対応型の応報刑論に基づく死刑制度は、これまで致し方ない形で残存してきた

ものとは言えても、将来の日本の刑事司法にとりプラスになるもの、私どもが次の世代に自信を

持ってバトンタッチしていくことのできるものであるかについては真剣に検討する必要があると

考える次第です。 

 それでは今、ヨーロッパではどういう刑罰イメージが持たれているのか。そこでは一つの統一

的な見解がとられているわけでもなく、応報、つまり罪刑の均衡と、将来の犯罪予防との間でど

ちらにどの程度ウェイトを置くかについて見解の対立があるところですけれども、ただ一つ合意

があるのは、たとえ応報刑論がとられるときでも、上に見たような実害対応型の応報刑論を拒否

するという点であります。 

 たとえばドイツでとられている応報刑論とは、犯罪が生じさせる「害」というのは、刑法の規

範、つまり人を殺してはならない、他人の物を盗ってはならないというルールの効力を動揺させ

るという、不可視的な・目に見えない害のことであり、この不可視的な害に見合った害としての

刑罰を科して、動揺した規範の効力を回復・維持する、ここに刑罰の存在理由がある、としてい

ます。刑法は刑法規範の違反に対し、反動としての罰を加えて規範の効力が失われないようにす

るための存在であるということであります。この社会は我々を縛るルールが効力を失えばもはや

存立することはできません。刑法は、規範にしたがって意思決定できる能力、すなわち責任能力

を持つ人に対して規範を差し向けて、その違反に制裁を科すことにより、規範の効力が失われな

いようにすることを通じて、社会の秩序を維持するために存在しています。責任能力制度は、刑

法の目的の実現を邪魔する障害物なのではなくて、刑罰が機能するための不可欠の前提です。も

し犯人の生育環境に大きな問題があって、遵法意識に歪みができた犯人については、刑法の規範

による訴えかけがそのぶん十分に機能しません。またそうした生育環境の問題はもともと社会環

境を改善して解決するべきであったからこその問題であって、刑罰のいわば役割ではありません。

刑罰はそのぶん軽くならなければならないと考えます。人権保障のために軽くなるというのでは

なくて、責任を問えない限りは、刑法は機能しない、また刑法の役割ではないと考えられるから

こそ刑が軽くなるわけであります。世界の歴史を見ると、処罰感情を根拠に、動物や昆虫まで処

罰していた時期もありました。実害対応型の応報刑論は、同じレベルの不合理な考え方であると

ヨーロッパの刑法学者たちは考えるわけであります。 

 いま申し上げたような規範保護型の応報刑論は、社会的ルールの保護による社会秩序維持とい

う社会システムの全体の中に刑法を位置づけようとする考え方です。この見解によると刑法が保

護しようとするものは、直接には刑法規範の効力という公益であって、刑罰制度の本質は公共の

利益であるところの刑法規範の効力の維持のために個人の重要な利益を剝奪する制度として把握

されることになります。そうだとすると、死刑においては、被害者の生命と犯人の生命が天秤に

かけられるのではなく、将来の凶悪犯罪による潜在的な被害者の生命と犯人の生命とが天秤にか

けられるのでもありません。個人の生命と個人の生命とが天秤にかけられるのは現場における正

当防衛とか、警察官の銃器使用の場面です。これに対して事後的な処罰のための刑罰制度におい

ては、規範の効力という公益のために個人そのものを毀滅することはできない、個人の生命を公
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共の利益のために犠牲にしてこれを奪うことは許されない、それは現代の憲法に違反する、人権

理論に違反する、ヨーロッパの国々ではこんなふうに考えています。 

 まとめとして申し上げたいと思います。刑罰の目的と存在理由についてどう考えるかは、たい

へん難しい問題であって、簡単に結論を出すことのできる問題ではありませんが、しかし、これ

を避けて通るわけにはいきません。死刑制度の問題は、松原教授がおっしゃったように、そもそ

も現行法における刑罰制度のあり方の問題でもあるからです。 

以上の私の検討から引き出されるのは三つのことです。まず一つ目に、応報刑論に立脚すると

しても、実害対応型の応報刑論は決して唯一のものではありません。それは日本の将来の刑事司

法の発展にとりプラスにならず、法律家として自信を持って次の世代に受け継いでいけるもので

はなく、また国際的にも大きな疑問符が付されている、ということが言えるかと思います。そこ

で第２に、実害対応型の応報刑論を当然の共通理解として前提に置くことができないとすれば、

被害者支援とか被害者感情の考慮ということから、死刑制度を正当化することはできないという

ことになります。死刑制度を根拠づけるためには、被害感情以外の根拠を持ち出さない限り、少

なくとも国際的に通用する、国際的に説得力のある議論にはならないと思われます。そして第３

に、ヨーロッパの国々が死刑を廃止していることは、実害対応型の応報刑論を拒否するとともに、

公益のために、言い換えれば社会の必要のために個人を毀滅することが今の国家観・憲法観・人

権思想に合致しないと考えることを理由とするものであるからということであります。 

 

（３）意見交換 

 

●井田座長 以上が死刑存廃論についての私のまとめであり、少し私の考えるところも付加させ

ていただきました。別にこれに対してご意見をいただく必要もありませんが、そういう見方もで

きるということを述べさせていただきました。ここからは是非この死刑の存廃に関する論点につ

いて、委員全体で議論をしていければと考えております。何でも結構ですのでご意見をいただけ

ればと思います。いかがでしょうか。 

 ここからは意見交換したいと思います。中本委員、どうぞ。 

●中本委員 意見交換というよりも、私は椎橋先生に質問をしようと思っていたんですが、あま

りにも回答が長すぎたので、質問する機会が失われました。質問を兼ねて私の意見を言わせてい

ただきたいと思います。 

 まず、椎橋先生が死刑の抑止力について、これを肯定的に今、著作の中でも書かれているんで

すが、これについて、私非常に疑問を持っていまして、例えば死刑の抑止力について、廃止国の

例から廃止後に凶悪な犯罪が増えたことが報告されてないと報告があります。 

 私の資料として提供した資料の番号で 18 番ですが、近弁連のシンポジウムの報告書で、この中

に 32 ページに死刑の犯罪抑止力という項目がありまして、これは非常に具体的な数字を挙げて、

死刑を廃止しても犯罪が発生していないということを数字で、いろいろな国の例を挙げながらこ

れを報告していますので、まずこれを見ていただきたいと思うわけです。 

 それから、椎橋先生は、テロとか計画的な犯罪は、これは計算づくだから抑止力はあるとおっ

しゃったのですが、これはむしろ反対で、そういう確信犯については、死刑という抑止力はない

ということを言う学者、特に松原先生の論文の中にはこういうことを明確に言っていますし、他

の方もそういうことを言っておられるので、そういう計画的な犯罪をする人は確信的だから死刑
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があるからと言って抑止することはないと。さらには、激情犯もその場で激情してするとき死刑

があるからやめておこうということはないということをおっしゃっておられて、この点について

も、私は、死刑の抑止力はないのではないかと、こういうふうに思っていました。それを質問し

ようと思っていたのですが、残念ながらできませんでした。 

 それから、もう一つ質問したかったのですが、やはり誤判について、椎橋先生は、特に死刑に

ついての誤判だけではないと。特にそれを強調する必要はないというような論を張られたのです

が、私はこれは違うと、致命的に違うと。死刑にしてしまうと誤判を後で再審とかで訂正するこ

とがもうできない。これをやはり重要視していまして、この点について、本当に他の刑罰とはち

ょっと違う、死刑という罰は違うんだということはどうなんでしょうかと言いたかったわけです。 

 椎橋先生は、おそらく誤判はもうこれは避けられるんだと、いろいろな制度によってどんどん

避けられるので、そういう訴訟制度とか、あるいは証拠開示であるとか、弁護人の立会いとか、

いろいろなものによってどんどん今改善されているので、誤判はなくす方向で行くべきだと、こ

ういうふうにおっしゃっているのですが、私はやはり誤判は避けられないと、現にいくつか死刑

判決が確定してから再審で無罪になっている例もあるし、現に今も袴田事件という非常に重要な

事件がそういう例に挙がっているわけです。こういう例は、おそらくもう避けられないのだろう

と。だからその死刑と誤判というものをあまり一般の誤判と同列に論じるべきではないというこ

とを私は言いたかったのですが、残念ながら言えませんでしたね。私の意見として言わせていた

だきます。 

●井田座長 ありがとうございます。ご指摘いただいた、前半部分の抑止力の問題につきまして

は、専門家の方、この問題について詳しく研究されている方をお呼びして、専門的な知見を伺う

べきではないかと考えております。実はそのための準備と言いますか、調査をしているところで

あり、うまく専門家が見つかれば、７月か８月にこの懇話会にお呼びして詳しくお話聞くことが

できるかと思っております。 

 何か他にございますか。金髙委員、どうぞ。 

●金髙委員 井田先生の整理に対して一つ質問なのですが、その前に中本先生のおっしゃったこ

とに関連して、私が思っていることを少し言わせていただきたいと思います。一つは、逆上型は

止まらない、抑止力がないと思われると思うのですが、よく考えてみると、止まらずに発生に至

ったのは、企図した殺人のどのぐらいなんだろうかというのは誰も分からないわけですよ。 

 我々は、国家の意思として、殺人全てではないですが、非常に非人間的な殺しについては死刑

があるとみんな思って育ってきているわけですね。だから、その段階でやめるというか、凶悪な

人殺しを犯さないということが染みついている部分もあると思うのです。それで止まっているの

もある。逆上型でもそこに至る前に止まっているのも、私はあると思います。それがどのぐらい

潜在化しているのかが分からないだけで、ないとは言えないと思っています。 

 井田先生のペーパー、これには特別異論はないのですが、 後から２番目のところの刑法規範

の効力の維持・回復のためにその害に応じた刑罰を科すものと記載されていますけれども、この

刑罰には死刑は入らないということでしょうか。どういう犯罪に対しても。 

●井田座長 ありがとうございます。私の考えは、刑法が守ろうとしている規範の効力というの

は、公の利益です。例えば殺人の場合だと、人を殺すなという、殺人を禁止する規範の効力の維

持ということが問題となっています。現実に殺人行為が行われれば、その規範の効力は疑われ、

動揺することになる。規範の効力を維持し、回復するために刑罰が必要になるということです。 
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 死刑を科すということは、その規範を守るために、その人間の命を奪うという話になります。

言い換えれば、公益のために、つまり社会の必要のためにその人の命まで奪うということです。 

 規範の効力という公益のために刑務所に入れて自由を奪うことまでは十分理解できますし、規

範の効力を維持するという社会の必要のために罰金を払わせるというのも理解できる。公益のた

めに自由をある程度拘束される、それから財産を提供させられるというのは、バランスとして理

解できるのですが、全体主義国家とか、戦前の日本とは異なり、社会の必要のために個人の命を

犠牲にするというところまで認められない。それは人権、憲法思想の問題ではないかと思うので

す。今の憲法の下では、それはできないのではないかというのが私の基本的な考え方です。死刑

は刑罰として 初から失格であるというのではなくて、今の憲法・人権思想の下では、自由や財

産は奪うことができても、社会の必要のために命を奪うということはできないのではないか。 

 そういう理由が根本にあるのでヨーロッパは死刑をやめているというのが私の理解なんです。

ここにいる皆さんの誰しもが納得できる理屈かどうか、私には分かりません。少なくともヨーロ

ッパ人はそういう感覚でいるというのは、私が長年、彼らと話をしてきて理解したところなので

す。 

●金髙委員 それでヨーロッパの価値観と言いますか、人生観と言うか、国家観と言いますか、

死刑を廃止した経緯をそれぞれの国が持っていますよね。ですから、数ではなくて、何でその国

が死刑をやめたのかというところをよく見るべきだと思うのですけれども、例えば、西ヨーロッ

パの国は、キリスト教的な宗教観というのがかなりあったと思いますし、さっき椎橋先生もおっ

しゃっていましたけれど、中南米では、政権交代で死刑が濫用され、アメリカも人種差別だとか、

冤罪の多発とかが背景にあったと思うのですね。 

 私は、そういう国と日本の今の状態は違うと思っています。ここに国際的に通用する議論には

ならないと先生はおっしゃっていますけれども、それは先生方の刑法の学者の世界ではそうかも

しれない。だけど、西ヨーロッパの考え方にあわせるのが正しい議論なのかと。若干、疑問を持

つところがあるのですけれど。 

●井田座長 私のみがこうやってお話しするよりは、もっと委員の先生方にもご自身のご意見を

おっしゃっていただいていいと思うんですけれど、今の金髙委員のご指摘について一言申し上げ

ます。確かに、日本が死刑を廃止することがもしあるとすると、それは理屈でそのような方向に

動くというのではなく、無辜の人に対して死刑を執行してしまったことが明るみに出るとかのこ

とが直接的なきっかけになり、世論や政治が動くということのほうが想定しやすいのは事実です。 

 ただ、政治的なきっかけがどのようなものであるにしても、大きな改革を行うときには理論的

バックボーンがなければならないと思うのです。単に不幸な出来事が起こったからというだけで

なく、刑罰の目的と存在理由からしてこういう刑罰は維持することができないという理屈を持ち

出すことが必要となると思うのです。政治的な動機に基づく改革であっても理論的な根拠づけは

必要であると考えるのです。 

 そもそも理屈というのはそういうものであって、実際の政治を動かす力になればすばらしいで

すが、仮にそうならなくても、無意味だということにならないという意味で、政治的な背景と理

論的な根拠は区別していい問題ではないかなと思っているところです。林委員、どうぞ。 

●林委員 井田座長の今の話について、私自身は非常に興味深いなと思っていて、このように考

えることの一番のメリットとして、被害感情というものから、むき出しの被害感情からこの死刑

制度をつなげて考えるというのをなくすというところは、非常に私は共鳴するところなんですね。 
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 そこで一つの質問です。ヨーロッパにおいては実害対応型の応報刑はとれないと言われました。

それでおそらく井田先生の規範保護型の応報刑論ということですけれど、それはある意味、非常

にドイツ的な考えで、例えばヘーゲルが法に対する否定に対して、それをまたひっくり返すんだ

と、それで法を回復するんだと、これは非常にドイツ的な考えだけど、ヨーロッパと言われてい

ますが、ドイツ以外のヨーロッパ、フランスなどはどうなんだろうな、と私思ってしまっていて、

これはヨーロッパと言っていいのかどうか、これが一つ目の質問です。 

その上で、井田先生は、この規範保護型の応報刑論は公益を守るための制度である、だから、

公益のために私益を、個人の生命を犠牲にするような制度は許されない、これがヨーロッパのス

タンダードである、とそういうところに論を展開して死刑廃止に繋げておられるんだけれども、

公益と位置付ければ直ちに死刑廃止につながるのかな、という疑問が残っています。というのは、

井田先生が言われるように、規範に対する国民の信頼、これを維持して規範の力を保つこと、こ

れが刑罰の公益であると言ったときに、果たして、被害者にシンパシーを覚えている大多数の国

民の観点から、本当に死刑を廃止しても刑法規範への信頼を保てると言えるだろうかという疑問

があるからです。この疑問に対して、それは保てるんだという考えもあれば、そうではないかも

しれないという考えもあって、この点についての考え方は、二つに分かれると思うんです。だか

ら、刑法は規範を保護するもので公益だからと言うことが直ちに死刑廃止に結びつくかな、とい

う疑問があります。 

●井田座長 ありがとうございます。ご指摘の通りなのですが、私自身の基本的な問題意識は、

やはり刑罰をダイレクトに被害感情に結びつけたくないというところにあります。被害者のため

に処罰するという考え方を自明視すべきではなく、刑罰と被害者を切り離したいというのが一番

大きなモチーフなのです。 

 言い換えますと、被害者の生命が片方にあり、犯人の生命と天秤にかけられるということにな

ると、死刑廃止の道筋というのは描けない、まずそこを切り離すべきだというのが一つです。そ

して、ヨーロッパでも、規範保護型の応報刑論をとるかどうかは別にして、実害対応型の応報刑

論をとらないという点では見解が一致していると見ています。 

 後半について申し上げると、先生がおっしゃったような、死刑の存在が国民の規範への信頼を

保護する効果を持ちうる、ということは確かに十分に想定可能だと思っています。ただ、私は、

仮にもし死刑を維持することで皆の規範意識がある程度、それは廃止した場合よりも更に研ぎ澄

まされてより強化され、殺人が減ることが想定されるとしても、それでもやはり個人を社会の必

要性のために犠牲にすることは正当化されないのではないかと考えています。 

 はっきり言ってしまうと、効果の有無にかかわらず、仮に死刑に多少の効果があるとしても、

やはり置いておいてはいけない刑罰なのではないかということなのです。戦前のような体制であ

ったら、日本の国のためにお前死んでこいと言えたかもしれない。しかし、社会のためにお前死

んでこいというのが死刑であるとすれば、今の日本国憲法の価値観の下ではできないんじゃない

かというのが、私の基本的な考え方です。 

●片山委員 被害者のためにというのはありがたいものですけれども、被害者も回復をしていか

なければなりません。行きすぎた応報論というのは被害者自身も苦しめることになります。です

から死刑制度というのは慎重にならなければいけないということは常々考えております。私は回

復論というのは是非ご検討いただきたいなと思っておりまして、先ほど椎橋先生のお話の中で、

無期懲役の人が仮釈になって、再び犯罪を犯して重罰になったという例を挙げられましたけれど
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も、おそらくかなり昔の話で、 近のように被害者の視点を取り入れた教育を受けた人の再犯は、

おそらく著しく少なくなっているのではないかと、私は信じます。「再犯の防止等の推進に関す

る法律」が制定されましてその中のテーマの一つに規範意識というものを彼らに私は教えている

わけですけれども、一定程度なかなか抵抗感を示す受刑者さんもいる中で、彼らの幸せのために

これは守っていかなければいけないんだという言葉は響いているように手応えを感じます。です

から、死刑制度はやはり慎重に考えてほしいなということは常々考えているところで、先生とも

意見が一致するのではないかと思っております。 

●井田座長 ありがとうございました。では、岡野委員、どうぞお願いします。 

●岡野委員 経済同友会の岡野と申します。このテーマは全く門外漢で、今回勉強を始めたばか

りなので、頭の整理をするためにお伺いしたいのですが、今の井田先生の整理の中で社会規範の

維持・回復のためにその概念を入れた刑罰を科すとか、公共の利益のために個人の私益を犠牲に

するという観点から言うと、例えばですけれど、大量虐殺をした人に対しては、極刑があるとい

う事態が抑止的に必要なのではないかと。ですから、先ほどの松原先生の話で考えると、応報と

抑止を区別されて議論されているのですが、今のお話を聞くと、単純に抑止として必要なのでは

ないのかと思ってしまうのですが、そのあたりはどう頭の整理をすればよいのか教えていただけ

ればと思うのですが、どうでしょうか。 

●井田座長 問題は大量殺人やテロリストについて、果たして死刑がどれだけ抑止力を持つかで

すが、私自身は抑止力はあるともないとも言えない、特に終身刑と比べてどうか、というのは答

えるのが難しい問題ではないかと思っています。その科学的証明はできないし、私刑罰制度につ

いては確からしさの度合いが基準だと思うんですけれども、果たして確からしいかどうかについ

ても自信を持って答えることができないと思っています。したがってまた、その答えに基づいて

死刑存廃のどちらかの結論を出すというのも大変難しいという気がしています。 

●岡野委員 刑罰と抑止力というのはあまり論理的には理論としては成立しづらいという理解で

よろしいんでしょうか。 

●井田座長 これも私の考え方なのですが、たとえば、罰金刑が本当に抑止力を持ちますかと問

うとすれば、科学的な証明は難しいと思うんですね。罰金を取られることは苦痛だから、みんな

きっと嫌と思うに違いないと我々想定するから、罰金はある程度抑止力を持つだろうと想定する。

拘禁刑でも５年の拘禁刑と 10 年の拘禁刑を比べて、10 年のほうがより抑止力があることは、科

学的な証明はできないと思うのです。でも長ければ長い自由刑であればあるほど、そのぶん、抑

止力は高いはずだと想定できる。このように、今の刑罰制度全体がそういう経験的な想定といい

ますか、確からしさについての我々の推測の上に出来上がっていると考えるのです。ですから私

は、死刑は抑止力がないから廃止すべきだという意見に対しては、他の刑罰は抑止力あるとお考

えですか、と聞きたくなるんです。抑止力があることが証明されていないという点では、おそら

く刑罰制度って全部、生命刑も自由刑も罰金刑も同じなんじゃないか。だからせいぜい確からし

さのレベルでしか論じられない問題であり、これをその有無を決定的な論拠にすることはできな

いと考えているのです。 

坂上先生、どうぞ、お願いします。 

●坂上委員 今日は申し訳ないですが、オンラインでの参加です。抑止力の件なんですけれど、

今まで二十数年間、大学で死刑に関する授業を人間の尊厳とか人権の観点から教えたりもしてき

ているんですけれど、必ず出てくる論点なんですよね。例えばこの間、笹倉香奈先生が多分紹介
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してくださったと思うんですけれど、アメリカの死刑情報センター(Death Penalty Information 

Center)でも、アメリカの犯罪学者の 88％ぐらいでしたか、９割近くの方たちが死刑には抑止力は

ないというデータもありますし、世論調査を見ても、６割の市民が死刑には抑止力がないと答え

ています。今までいろいろアメリカの取材もしてきたんですけれど、アメリカでは死刑に賛成し

ている人ですら抑止力を根拠にする人に私はあまり会ったことがなく、抑止力というものには根

拠がないと、そこはアメリカ社会において共通認識としてあるという実感を私は持っているんで

すよね。 

ところが、日本では、死刑が抑止力になるという科学的な根拠を証明した論文は存在していな

いし、抑止力説には根拠がない、と伝えても、いや、根拠があるはずだというふうに、そこに拘

りたがる方が多い。日本では、エビデンスいかんではなく、盲目的に信じるという反応が多いな

という感触を個人的には持っています。 

それと、交通事犯や窃盗レベルの犯罪で見られる抑止力は、死刑が対象とする殺人などの重罪

レベルにはあてはまらない。犯罪の質が違うからだという説も結構読んだことがあります。むし

ろ死刑については、抑止どころか促進してしまうのではないかという説もあります。先ほどもど

なたかが触れておられましたけれども、拡大自殺としての自殺、死刑になりたいから人を殺す、

巻き添え殺人みたいなものが日本でも結構報道されていると思うんですけれども、アメリカなど

でもありますし、死刑の制度のある国ではかなり顕著になっていると思いますし、研究なども日

本などと比べると進んでいるので、そこら辺もう少し、私も勉強不足なので、私たちの中で共有

できていったらいいなと思いました。ありがとうございます。 

●井田座長 ありがとうございます。まず、中本委員、お願いします。そして次に藤本委員の順

序でよろしいでしょうか。 

●中本委員 関連する問題は、いわゆる大量殺人事件ですよね。これは国民から見ても、この犯

人は決して許せないという感情を持つのは当然だと思うんですね。しかし、もしこの犯人を、も

ちろん責任能力あるとして死刑にしたときに、その背景だとか何とかというものが忘れ去られて、

それでジ・エンドになるのではないかと。なぜ、こういうことになったのかという背景事情がや

はりずっと生きている限りは、その人との対話が、コミュニケーションができるわけで、そうい

うものは非常に私は重要ではないかと思っているんですね。それと、大体そういう大量殺人事件

を起こす人は、むしろ死刑制度があるから、死刑になりたいからとやるケースが非常に多いんで

す。第１回で提出した資料 18 番で、39 ページに死刑になりたかった旨を被告人は述べたとされ

る事件の一覧というのがあるんです、近弁連の。これを見ると、もう 2001 年から 2022 年まで十

数件こういうのがあって、非常に著名な事件が死刑になりたかったと。だからやったと。動機が

死刑になりたいという動機でやっているわけで、むしろ死刑があることによって犯罪を犯してい

るという面があるので、やはり抑止力はないにもかかわらず、さらに犯罪を犯す動機付けになっ

ているというのが、非常に私は問題だと思っています。 

●井田座長 藤本先生、どうぞ。 

●藤本委員 いまだに抑止力が問題になっているようですが、アメリカでは古くからセリン

（T.Sellin）が死刑の抑止力の研究をしまして、ある州での死刑存置と死刑廃止前後の凶悪犯罪

の発生件数を比べてみるとそれほど変わらない。言い換えれば死刑には抑止力はないんだという

研究結果を発表しています。同時に、死刑を廃止した州と廃止しない州を比べたら、これもほと

んど変わらない。つまり、死刑には抑止力はないんだという説もありますし、あるいは抑止力が
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あるという説もありますから、抑止力は死刑制度に伴う大きな問題の一つだと思います。 

 それはともかく、本日の第一報告の松原先生が刑法学の立場から死刑問題を分析されました。

多分応報刑論の立場だと思うのですが、松原先生の「刑罰の正当化根拠と死刑の関係」からの検

討の中で、刑法上は一般的に認められている「死刑と特別予防」とか、「死刑と一般予防」とか、

「死刑と応報」とか、あるいは「死刑と国民感情」という視点からの分析がなされた後で、加害

者の処罰で被害者の遺族は救われない。遺族感情の充足は刑罰の主要な目的とは言えないと指摘

されました。これは井田先生の考えにも直結してくるのだろうと思うのですが、その他にももう

一つ、特に「誤判及び死刑の選択の問題」について述べられまして、一人の人間の命を奪うこと

を内容とする死刑という刑罰の特徴を際立たせるものが誤判なんだという意見を表明されました。 

第二報告の椎橋先生は、時間がなくて中途半端に終わってしまったと思うのですが、もともと

椎橋先生はアメリカの判例の研究をしていますので、どうも「スーパー・デュー・プロセス」と

いう言葉、笹倉先生が使っている言葉に抵抗を示されたようでして、しかも今日は詳しくは述べ

られませんでしたが、死刑存置論の立場から椎橋先生は、アメリカの死刑は特別であるという認

識から、死刑事件の事実認定・量刑は慎重な手続の下に行われているのに対して、我が国は特別

に慎重な手続を採用していないとの見解は適切とは言えないと、これも笹倉先生の考え方を少し

批判されていると思うのですが、これは多分アメリカ判例研究がかなり古くから中央大学で研究

されていまして、その中から出てきた流れであって、笹倉先生のような新しい提案であるスーパ

ー・デュー・プロセスについては、やはりまだまだ研究がされていないと思うので、そのあたり

見解の相違があったと思うのですが、椎橋先生は、昔から我が国の死刑制度の運用のほうが事実

認定・量刑の両面において慎重であると評価してよいと結論づけているようですから、そのあた

りの相違点が出てきたのだと思います。 

ただ、今日の井田座長の話を聞きまして、実害対応型の刑法理論ではなくて、先生は規範保護

型の応報刑論という言葉を使いませんでしたけれども、ヨーロッパ諸国の死刑廃止の理論的基盤

であるとしたこの規範保護型応報刑論に視点を当てれば、被害者の感情による死刑の正当性を排

除できて、加害者と被害者の対立構造というものが払拭できる。そして、その中に新しい法益保

護のために人命を犠牲にする制度である死刑の廃止というものが視野に入ってくるから、そうい

ったヨーロッパ諸国がとっているような新しい応報刑のほうがいいのではないかという意見を提

示されました。 

そうした３人の先生方の難しい理屈もよく分かるのですが、私はそうした難しい議論はともか

くとしても、犯罪という刑法その他の刑罰法規に違反する行為に対して、罰金刑や拘禁刑という

刑罰を科すことは、これは社会的正義の実現という見地からは当然是認されるんだと思います。

ところが、刑罰の目的が犯罪者の改善教育にあって、社会復帰を促進し、再犯を防止することに

あると考える私の教育刑論の立場からすれば、今のような難しい用語を用いて理論を展開しなく

ても、死刑はこの刑罰目的を達することが不可能であるという点で、たとえそれが社会的正義を

実現するという観点からだったとしても、結局、刑罰目的を実現できない「刑罰としての死刑制

度」というものは問題であるというふうに結論づけたほうが簡単だと、今日のディスカッション

を聞いておりましてそう思いましたので、一言付け加えたいと思います。 

●井田座長 ありがとうございました。他にございますか。どうぞ、林委員。 

●林委員 意見ではございません。今日の議論の抑止力の部分は、やはり消極的一般予防として

の抑止力と規範的積極的一般予防としての規範力を強化するという抑止力と、このことはこれか
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らよく分けて議論した方がよいと思います。皆さん、どちらの抑止力を念頭に置いて議論するか

というのは、なかなか刑法を専門にやっておられないと分からないと思うからです。これは、今

後の議論の仕方として一つの提案でございます。 

●井田座長 いつか、抑止力について本格的な検討をするときに、その点も明確にして議論した

いと思います。 

●中本委員 その前に、死刑があるのと仮釈放のない終身刑があるのとで、そういう積極的な一

般予防に顕著な違いが出てくるのでしょうか。 

●井田座長 ありがとうございます。そこはまた議論の対象になるところだと思います。そこを

含めていつか論点にしたいと思います。どうぞお願いします、金髙委員。 

●金髙委員 一般的な規範力については、おそらく死刑があるから殺人が止まるというその効果

は限定的だと思います。というのは、一般に人を普通に殺しても死刑にはならないからです。要

するにブレーキ機能が弱いんだと思うのですよ。ただ、ものすごい殺人、いろんなのがあります

よね。例えばテロもあれば、日本には暴力団もいます。世界にはマフィアもいます。私は以前イ

タリアにいましたけれど、何人殺しても死なないわけですよ。当時あった事件で、24 年間逃亡し

ていたコルレオーネ一家の首領が捕まったのですけれども、この男は 200 人の殺人で手配されて

いて、26 回終身刑を受けました。捕まってから 30 年間獄中にいて病死しましたけれども、その

間、かなり組織をコントロールしていたと言われています。脱獄をしようとして看守を殺しても

刑は変わらないんです。何をしてもその状況は変わらないわけですよね。 

私は死刑があるのとないのとでは違うと思いますし、これ今係争中の事件なので、なかなか論

評が難しいのですけれども、今、日本の暴力団も、首領に対する死刑判決によって、全国の親分

が見ていますから、一般市民に対する銃撃事件、襲撃事件というのは極端に減りました。ですか

ら、そういう極端な事件に対する効果は探せばいくらでもあると思います。 

●井田座長 ありがとうございます。今日の議論の中で、今後のこの懇話会における検討の中で、

死刑の抑止力ないし一般予防効果の問題が一つの大きな争点となることは確認できたように思い

ます。時間がもうあと５分ほどしかございませんので、議論はこのぐらいにすることにして、議

事次第にあります、法務省矯正局との交渉経過について、川村事務局長のほうから、ご説明をい

ただけますか。 

 

（４）法務省矯正局との交渉経過について 

 

●川村事務局長 事務局のほうから法務省矯正局との交渉経過について、ご説明いたします。 

懇話会委員の何人かの先生方から、現場視察を含めた情報開示を法務省に要請するべきだとい

うご意見をいただきました。この点、藤本委員のほうから、法務省矯正局にお話ししてくださっ

たということを伺いまして、第２回懇話会の翌日３月 12 日に、日弁連の死刑制度廃止本部本部長

代行の加毛弁護士と私の２人で法務省矯正局長と企画官のお二人に面談して要請をしてまいりま

した。 

これに対して、３月 22 日にお返事がありました。このお返事の内容については、懇話会委員の

先生方にご紹介してもよいということでしたので、概要をご紹介いたします。口頭でのお返事で

したので、一字一句正確ということではなく、要旨をお伝えするということでご了解いただけれ

ばと思います。 
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 「刑場は、死刑という も重い刑を執行する厳粛な場であり、その性質上、本来公開になじま

ない場所である上、死刑確定者やその家族の名誉や心情に対する配慮等を考慮すれば、一般に公

開することは相当でないと考えています」と。「これまでも衆参両院の議員調査権の発動でなけれ

ば視察もできないという対応をしてきました。懇話会の委員でもいらっしゃる平沢勝栄先生の議

連からの申し入れに対しても今のような趣旨でお断りをしました。懇話会は日弁連が事務局をし

ているということは承知していますが、委員の皆さんはあくまでの民間の方たちなので、視察に

応じることはできません。仮に公開ではなくて、非公開で何人かの委員の方だけが、非公開で見

に来るというような形であったとしても、同様のお答えになります」と。 

これを踏まえて、では、刑場視察は無理だとしても、執行に立ち会った経験のある現職の職員

の方からヒアリングをすることはできないだろかというふうにお尋ねしましたところ、「執行に立

ち会って見聞きしたことは、守秘義務に属することであり、現場職員がヒアリングでお話をする

ことは難しい」と。では、現場職員は難しくても、 近の運用についてご存知のＯＢの方をご紹

介いただくことはできないかと重ねてお尋ねをしましたら、「職員個々人にはいろいろな考えの人

がいると思うけれども、法務省からの紹介ということだと、法務省の見解以外のことはお話しで

きなくなるということになって、目的を達することはできないのではないか」と。 

そうであれば、紹介という形ではなく、当方の伝手で応じてもらえる人を探して話してもらう

ことは構わないですかというふうにお尋ねしましたら、「それは個々人の判断で行うことであって、

法務省としてそれを妨げるものではありません」というお答えがありました。 

ですので、現時点において、法務省の正式のルートで刑場視察とか、あるいは職員のヒアリン

グを行うということはできないというふうに事務局としては判断をいたしまして、 後の法務省

として妨げるものではないというところを頼りに個人的な伝手の中でヒアリングに応じてくれそ

うな元職員の方々を探すということをしましたけれども、実際に執行の経験のある、執行に立ち

会った経験のある方々は、「忘れたい記憶であって、もう思い出したくもない」と。「とてもつら

い経験であって、お話をすることは難しい」というようなお答えの方しか、今のところ見つかっ

ておりませんで、引き続きどなたをお呼びするかということを検討中という状況になります。以

上です。 

 

（５）その他 

 

●井田座長 次回以降の懇話会の予定についてご相談させていただきます。次回５月 13 日です

が、今のところ、ドイツ大使のフォン・ゲッツェさんがいらっしゃって、１時間弱の時間を割い

てくださる予定です。その中でプレゼンをしてくださり、また質疑応答に応じてくださるとのこ

とです。また、５月 13 日には、前回、神津委員から、裁判官が裁判員に対して量刑に関しどうい

う説明をしているのか、というご質問がございましたので、元刑事裁判官であり、裁判員裁判の

経験も豊富な、早稲田大学の稗田教授にご依頼したところ、ご快諾くださいました。その点につ

いてのお話を伺えるものと期待しております。 

さらに、５月 13 日には、被害者支援問題の第一人者でいらっしゃる慶応義塾大学の太田達也教

授に来ていただき、被害者支援と死刑制度というテーマでお話をしていただきます。 

次々回の６月 17 日は、一つのテーマとして、憲法と死刑制度ないし人権思想と死刑制度という

重要問題を取り上げ、これについては、著名な憲法学者である早稲田大学の長谷部恭男教授が来
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てくださってお話しくださる予定です。同じ日には、さらに外国における被害者支援ということ

で、一つはドイツにおける被害者支援、これは中央大学の滝沢誠教授が、そして北欧における被

害者支援については、琉球大学の矢野恵美教授が来てくださりプレゼンをしてくださいます。そ

の後の予定につきましても、準備を進めておりますけれども、テーマについても講演者について

も未定の状況であります。以上です。 

それでは、予定の時間を少し過ぎてしまいましたけれども、本日の懇話会、これで終わりにし

たいと思います。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

（第３回終了） 


